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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第97期 第98期 第99期 第100期 第101期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

(1）連結経営指標等             

売上高 (百万円) 97,556 105,633 138,046 144,260 164,737 

経常利益 (百万円) 1,388 3,039 4,354 4,896 9,168 

当期純利益 (百万円) 399 512 4,276 2,587 5,024 

純資産額 (百万円) 48,237 55,444 59,430 61,029 65,560 

総資産額 (百万円) 96,154 128,873 130,585 136,206 159,022 

１株当たり純資産額 (円) 710.45 568.23 609.22 625.75 671.54 

１株当たり当期純利益 

金額 
(円) 5.87 6.80 43.83 26.52 51.51 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 50.17 43.02 45.51 44.81 41.18 

自己資本利益率 (％) 0.83 0.99 7.45 4.30 7.94 

株価収益率 (倍) 39.35 71.28 13.21 32.50 17.37 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 189 △10,934 608 3,967 13,835 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 2,779 18,684 1,138 1,074 △975 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △2,183 △552 △402 △1,185 △1,183 

現金及び現金同等物 

の期末残高 
(百万円) 3,206 15,782 17,087 20,976 32,679 

従業員数 (名) 2,069 4,135 4,018 4,015 3,951 

 



 （注）１ 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 第101期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第97期 第98期 第99期 第100期 第101期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高 (百万円) 94,086 103,045 134,520 138,548 157,996 

経常利益 (百万円) 1,418 2,939 3,876 4,303 8,488 

当期純利益 (百万円) 269 490 4,105 2,003 4,736 

資本金 (百万円) 11,876 11,876 11,876 11,876 11,876 

発行済株式総数 (株) 67,956,888 97,656,888 97,656,888 97,656,888 97,656,888 

純資産額 (百万円) 47,444 53,632 57,506 58,544 62,749 

総資産額 (百万円) 92,628 124,523 125,830 129,927 152,876 

１株当たり純資産額 (円) 698.77 549.66 589.50 600.27 643.51 

１株当たり配当額 (円) 8 4 12 12 15 

(内１株当たり 

中間配当額) 
(円) (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益 

金額 
(円) 3.96 6.50 42.08 20.54 48.56 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 51.22 43.07 45.70 45.06 41.05 

自己資本利益率 (％) 0.57 0.97 7.39 3.45 7.81 

株価収益率 (倍) 58.33 74.52 13.76 41.97 18.43 

配当性向 (％) 201.64 61.50 28.51 58.41 30.89 

従業員数 (名) 1,704 3,117 3,032 3,065 3,185 



２【沿革】 

昭和13年10月 三興電気株式会社として設立 

  電燈動力に伴う建設工事の請負施工及び電気機械器具の製造開始 

昭和15年３月 合資会社三興電気事務所を合併 

昭和15年７月 当社株式の半数を東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)が所有 

昭和34年２月 東芝電設株式会社に商号変更 

昭和41年７月 東芝工事株式会社を合併、東芝電気工事株式会社に商号変更 

  土木建築に付帯する電気施設、電子機器、電気通信、計測設備及び各種産業機械装置の据付工事

の請負施工を開始 

昭和42年４月 原子力発電所関係事業を開始 

昭和45年３月 芝浦工事株式会社を設立 

昭和46年４月 配管、空調設備工事の請負施工を開始 

昭和48年２月 株式会社芝工共同体(現株式会社エス・ケー・エス(当社連結子会社))に資本参加 

昭和51年９月 建築工事の請負施工を開始 

昭和52年９月 消防設備の請負施工を開始 

昭和53年12月 東芝プラント建設株式会社に商号変更 

昭和54年11月 東京証券取引所市場第二部銘柄として上場 

昭和55年12月 鋼構造物工事の請負施工を開始 

昭和58年５月 磯子技術センター(現磯子事業所)設置 

昭和58年９月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 

昭和58年12月 芝協プラント建設株式会社を設立 

昭和59年８月 一級建築士事務所の登録 

昭和61年２月 厚木技術開発センター設置 

平成元年12月 TOSPLANT ENGINEERING(S)PTE LTD(当社連結子会社)を設立 

平成５年２月 TOSPLANT ENGINEERING(THAILAND)CO., LTD.(当社連結子会社)を設立 

平成６年８月 PT. TOSPLANT ENGINEERING INDONESIA(当社連結子会社)を設立 

平成７年11月 TOSPLANT PHILIPPINES CORPORATION(当社連結子会社)を設立 

平成８年10月 横須賀研修センター設置 

平成９年７月 土木工事の請負施工を開始 

平成10年12月 TOSHIBA PLANT KENSETSU(INDIA)PRIVATE LIMITED(現TPSC(INDIA)PRIVATE LIMITED(当社連結子会

社))を設立 

平成11年12月 東芝電力放射線テクノサービス株式会社及び東芝電力検査サービス株式会社(両社とも当社持分

法適用関連会社)を設立 

平成12年12月 TOSPLANT PHILIPPINES CORPORATION(当社連結子会社)を解散 

平成13年２月 TPK ENGINEERING & CONSTRUCTION(MALAYSIA)SDN.BHD.(現TPSC ENGINEERING(MALAYSIA)SDN.BHD.

(当社連結子会社))を設立 

平成15年３月 TOSPLANT ENGINEERING(S)PTE LTD(当社連結子会社)を解散 

平成16年１月 東芝エンジニアリング株式会社を吸収合併、東芝プラントシステム株式会社に商号変更(関西東

芝エンジニアリング株式会社、東芝エンジニアリングサービス株式会社、イーエス東芝エンジニ

アリング株式会社の３社が当社連結子会社となる) 

平成16年１月 芝協プラント建設株式会社が芝浦テクノス株式会社(旧芝浦工事株式会社)を吸収合併、芝浦プラ

ント株式会社(当社連結子会社)に商号変更 

平成16年８月 東芝放射線テクノサービス株式会社は、増資による当社持株比率の低下により持分法適用関連会

社から除外 

平成17年３月 横須賀研修センターを廃止し、同センターの機能を厚木技術開発センターに移管 



３【事業の内容】 

当社グループは、当社、親会社、連結子会社９社及び持分法適用関連会社１社で構成されており、火力、水力、原

子力発電設備、受変電設備、公共設備や一般産業向けの各種設備、ビル施設などのエンジニアリング・調達・施工・

試運転・調整・サービスを一貫して提供するとともに、ファシリティソリューション事業や情報系事業を主に展開し

ております。 

また、当社は、建設業法により、特定建設業者として、平成14年７月23日国土交通大臣許可(特－14)第3515号の更

新許可、並びに一般建設業者として、平成14年７月23日国土交通大臣許可(般－14)第3515号の更新許可をうけており

ます。 

 当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別による事業部門との関連は次のとおりであります。 

電力システム部門      当社が火力、水力発電設備の計画、設計、監督施工、試運転、保守等をするほか、

連結子会社PT.TOSPLANT ENGINEERING INDONESIA、TPSC(INDIA)PRIVATE LIMITED及

びTPSC ENGINEERING(MALAYSIA)SDN.BHD.に一部請負施工させております。 

現場で使用する各種工事用資産及び建設用機器等を連結子会社芝浦プラント㈱より

一部借用しております。 

原子力システム部門     当社が原子力発電設備の計画、設計、監督施工、試運転、保守等をするほか、連結

子会社芝浦プラント㈱に一部請負施工、イーエス東芝エンジニアリング㈱に設計、

現地試験調整の一部を請負させております。また、原子力関連施設工事に係わる検

査業務を持分法適用関連会社東芝電力検査サービス㈱に一部請負させております。

現場で使用する各種工事用資産及び建設用機器等を連結子会社芝浦プラント㈱より

一部借用しております。 

社会・産業システム部門   当社が公共設備や一般産業向けの各種設備、ビル施設、情報系事業の計画、設計、

監督施工、試運転、保守等をするほか連結子会社芝浦プラント㈱及び

TOSPLANT ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD.に一部請負施工、関西東芝エンジニアリ

ング㈱及び東芝エンジニアリングサービス㈱に現地試験調整を一部請負させており

ます。また、連結子会社イーエス東芝エンジニアリング㈱に情報系事業における設

計、制作を一部請負させております。 

現場で使用する各種工事用資産及び建設用機器等を連結子会社芝浦プラント㈱より

一部借用しております。 

なお、親会社である株式会社東芝は、当社の株式58,242千株を所有しており、出資比率61.3％(間接所有分1.6％

を含む。)を占めております。 

当社は、株式会社東芝より、電気工事、機械器具設置工事、管工事、鋼構造物工事、電気通信工事、建築工事及

び消防施設工事のエンジニアリング、施工、試運転・現地調整等を請負とともに、電気機械器具等の資材を同社よ

り購入するなどの取引を行っております。 



 事業の系統図は次のとおりであります。 

  



４【関係会社の状況】 

（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別による事業部門の名称を記載しております。 

２ 「議決権の所有・被所有割合」欄の( )内の数値は、間接所有または間接被所有の割合で内数であります。 

３ 上記子会社は特定子会社に該当しません。 

４ 上記子会社及び持分法適用関連会社は有価証券報告書又は有価証券届出書を提出しておりません。 

５ 当社の議決権の所有割合は50％以下でありますが、実質的に支配しているため、子会社としております。 

６ 当社の議決権の所有割合は20％未満でありますが、実質的な影響力を持っているため、関連会社としており

ます。 

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の内容 

議決権の 
所有・被所有割合 

関係内容 
所有割合 

(％) 

被所有割合

(％) 

(親会社)             

㈱東芝 東京都港区 274,926 

電力システム部門 

原子力システム部門 

社会・産業システム 

部門 

－ 
61.61 

(1.65) 

当社は設計、工事施工、現地

試験・調整、保守・点検等を

しております。 

また工事に関連する一部の資

材を購入しております。 

(連結子会社)             

芝浦プラント㈱ 横浜市鶴見区 80 

原子力システム部門 

社会・産業システム部

門 

その他 

(工事用資機材の調

達、賃貸及び管理) 

100 － 

当社工事の請負施工、作業所

宿舎の運営業務、当社倉庫の

運営業務、工事用資機材の賃

貸、工事用固定資産の購入を

しており、当社の従業員が役

員の兼務等をしております。 

関西東芝エンジニアリン

グ㈱ 
大阪市中央区 100 

社会・産業システム部

門 
100 － 

西日本地区における当社現地

試験・調整、保守・点検の請

負業務等をしており、当社の

従業員が役員の兼務等をして

おります。 

東芝エンジニアリングサ

ービス㈱ 
川崎市幸区 10 

社会・産業システム部

門 
100 － 

当社現地試験・調整の請負業

務等をしており、当社の従業

員が役員の兼務等をしており

ます。 

イーエス東芝エンジニア

リング㈱ 
川崎市幸区 100 

原子力システム部門 

社会・産業システム部

門 

100 － 

当社設計、現地試験・調整の

請負業務等をしており、当社

の従業員が役員の兼務等をし

ております。 

㈱エス・ケー・エス 横浜市鶴見区 10 

その他 

(当社総務・福利厚生

関係業務の受託、労働

者派遣事業) 

100 － 

当社総務・福利厚生関係業務

の受託等をしており、当社の

従業員が役員の兼務等をして

おります。 

PT. TOSPLANT  

ENGINEERING INDONESIA 
インドネシア国 

千米ドル 

350 
電力システム部門 51.43 － 

当社工事の請負施工をしてお

り、当社の従業員が役員の兼

務等をしております。 

TPSC(INDIA)PRIVATE   

LIMITED 
インド国 

千ルピー 

30,000 
電力システム部門 

100 

(0.00) 
－ 

当社工事の設計及び施工並び

に当社工事用資機材の調達を

しており、当社の従業員が役

員の兼務等をしております。 

TPSC ENGINEERING 

(MALAYSIA)SDN.BHD. 
マレーシア国 

千リン 

ギット 

12,000 

電力システム部門 100 － 

当社工事の請負施工をしてお

り、当社の従業員が役員の兼

務等をしております。また、

当社が資金の貸付をしており

ます。 

TOSPLANT ENGINEERING 

(THAILAND)CO.,LTD. 

(注)５ 

タイ国 

千タイ 

バーツ 

5,000 

社会・産業システム部

門 

49.00 

(16.00) 
－ 

当社工事の請負施工をしてお

り、当社の従業員が役員の兼

務等をしております。 

(持分法適用関連会社)             

東芝電力検査サービス㈱ 

(注)６ 
横浜市磯子区 25 原子力システム部門 18.00 － 

当社の原子力関連施設工事に

係わる検査業務の請負等をし

ており、当社の従業員が役員

の兼務等をしております。 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）従業員数は就業人員数であります。 

(2）提出会社の状況 

（注）１ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

当社グループの労働組合の状況でありますが、当社の労働組合である東芝プラントシステム労働組合は、昭和

42年９月に結成され、平成19年３月31日現在の組合員数は2,346名であり、東芝労働組合並びに東芝関連企業労

働組合で結成されている全東芝労働組合連合会に加盟しております。 

また、当社の連結子会社である芝浦プラント㈱の労働組合である芝浦プラント労働組合は、平成10年８月に結

成され、平成19年３月31日現在の組合員数は136名であります。いずれも会社との関係は正常であり、組合結成

以来円満に推移しております。 

  平成19年３月31日現在

事業の部門等の名称 従業員数(名) 

電力システム部門(提出会社) 846   

原子力システム部門(提出会社) 647   

社会・産業システム部門(提出会社) 1,441   

連結子会社施工部門 694   

全グループ共通管理部門 323   

合計 3,951   

  平成19年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

3,185 42.2 19.4 7,800,902 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、民間設備投資と個人消費に支えられ、企業収益は引き続き堅調に推移

し、更に雇用も回復するなど景気は拡大基調を維持しました。 

建設業界では、公共工事は市場縮小が続き受注環境は厳しい状況にありましたが、民間設備工事は旺盛な設備

投資に支えられ、工場設備を中心に堅調に推移しました。 

一方、国内の電力工事は、これまでの抑制傾向から増加基調に転じましたが、流通設備や改良保全などの工事

が中心になっており、新規発電設備工事は依然として低い水準にありました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、06中期経営計画の基本戦略である①自販事業の拡大による事業

構造転換の加速、②機能分担事業の競争力強化による東芝グループ経営への貢献、③コスト競争力の強化、④当

社グループ体制の整備強化、を積極的に推進しました。 

当社グループの注力自販事業である産業用発電設備事業、ファシリティソリューション事業、情報系事業につ

いて市場地位の確立と事業規模の拡大を加速するため積極的な資源投入を実施しました。産業用発電設備事業で

は、引き続き受注が高水準に推移し、前期に受注した国内案件が進捗するなど着実に事業基盤を固めています。

ファシリティソリューション事業においては、Ｏ＆Ｍ、生産システム、エネルギーの合理化を中心に新規顧客の

開拓に取り組んでいます。情報系事業については、キャンパスカードシステムやＲＦＩＤ応用システムの拡販を

図っています。 

機能分担事業の競争力強化では、工法開発による工数削減や業務プロセスの 適化などコスト削減を継続的に

実施するとともに、業務の分担範囲及び周辺事業の拡大にも積極的に取り組みました。また、７月に調達部門を

再編し、営業・設計・技術・調達が一体となって調達コストを削減する体制を構築し、コスト競争力の一層の強

化に努めました。更に、当社グループ体制の整備強化では、10月にティーピーエスシー・インド社が水力・変電

設備の受注拡大を図るためニューデリー事務所を開設しました。 

コンプライアンスの強化としては、従業員の行動規範である「東芝プラントシステム行動基準」を改定し、継

続的な教育を通じて法令、社会規範の遵守の徹底を図りました。更に、金融商品取引法の施行に対応すべく、Ｊ

－ＳＯＸ対応推進部を設置し、内部統制システムの充実に取り組んでいます。 

この結果、当社グループの受注高は、一般産業分野及び既設原子力発電所の定期点検・改造関係が増加し、前

連結会計年度比14.5％増の164,410百万円、この内海外関係は前連結会計年度比71.7％増の33,180百万円(全体比

20.2％)になりました。売上高は、国内の一般産業分野が大幅に伸長し、前連結会計年度比14.2％増の164,737百

万円、この内海外関係は前連結会計年度比23.4％減の32,806百万円(全体比19.9％)となりました。 

また、利益面では、売上高の増加等により、経常利益は前連結会計年度比87.2％増の9,168百万円、当期純利

益は前連結会計年度比94.2％増の5,024百万円と大幅な増益となりました。 

事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

電力システム部門は、受注高は55,783百万円(前連結会計年度比8.2％増)となりましたが、前期に海外大型物

件の建設中止に伴う減額処理を実施しており、実受注高は前連結会計年度に比べ6,258百万円減少しました。そ

の主な要因は国内の産業用発電設備や海外の大型発電プラント物件の減少によるものです。また、売上高は、国

内の産業用発電設備の増収があったものの、海外物件の減収により53,348百万円(前連結会計年度比0.9％減)と

なりました。 

原子力システム部門は、定期点検及び改造工事等の増加により、受注高は34,677百万円(前連結会計年度比

29.4％増)、売上高は38,538百万円(前連結会計年度比22.2％増)となりました。 

社会・産業システム部門は、堅調な民間設備投資に支えられ国内の工場設備を中心に増加し、受注高は73,948

百万円(前連結会計年度比13.3％増)、売上高は72,850百万円(前連結会計年度比23.7％増)となりました。 

（注）消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、以下の諸表の記載金額には消費税等は含まれていません。



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下

「資金」という)の残高は32,679百万円となり、前連結会計年度末より11,702百万円(55.8％)増加いたしました。

なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 営業活動では、13,835百万円の増加(前連結会計年度比9,868百万円増)となりました。これは主に、売上債権の

増加15,395百万円の資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益9,168百万円、仕入債務の増加11,518百

万円等の資金の増加によるものであります。 

 投資活動では、975百万円の減少(前連結会計年度比2,050百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の

取得818百万円等の資金の減少によるものであります。 

 財務活動では、1,183百万円の減少(前連結会計年度比1百万円増)となりました。これは主に、株主配当金の支払

1,170百万円等の資金の減少によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当連結会計年度における受注高及び売上高を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

（注）１ 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため、生産の状況は記載しておりません。 

２ 前連結会計年度の電力システム部門の受注高は、前連結会計年度以前に受注した海外大型物件の建設中止に伴

う減額処理後の金額であります。なお、減額処理前の金額は62,042百万円であります。 

 当社グループでは、提出会社に係る受注及び売上の状況が当社グループの受注及び売上の大半を占めており、提出

会社単独の事業の状況を参考に示すと次のとおりであります。 

提出会社における事業の状況 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

（注）１ 前期以前に受注した工事で契約の更新により請負金額に変更のあるものについては、その増減額を当期受注

工事高に含めております。 

２ 次期繰越工事高の施工高は、工事の進捗部分であり、未成工事支出金により推定したものであります。 

３ 当期施工高は(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致しております。 

事業部門 

受注高(百万円) 売上高(百万円) 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

電力システム部門 51,559 55,783 53,822 53,348 

原子力システム部門 26,793 34,677 31,544 38,538 

社会・産業システム部門 65,243 73,948 58,894 72,850 

計 143,596 164,410 144,260 164,737 

期別 種類別 
前期繰越
工事高 

(百万円) 

当期受注
工事高 

(百万円) 

合計 
(百万円) 

当期完成
工事高 

(百万円) 

次期繰越工事高 

当期施工高 
(百万円) 手持工事高

(百万円) 

うち、 
施工高 
(％) 

うち、 
施工高 
(百万円) 

第100期 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

電力システム 
42,271 

(46,042)
51,286 93,558 51,530 

(45,799)

46,808 
14.9 6,984 52,331 

原子力システム 21,683 25,988 47,671 30,884 16,786 74.6 12,517 32,761 

社会・産業  

システム 

19,738 

(15,967)
62,187 81,926 56,132 

(22,022)

22,004 
28.2 6,204 57,270 

計 83,693 139,462 223,156 138,548 
(84,608)

85,599 
30.0 25,706 142,363 

第101期 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

電力システム 
46,808 

(44,480)
53,878 98,359 50,284 

(48,075)

48,791 
10.6 5,162 48,463 

原子力システム 16,786 33,903 50,690 37,717 12,972 61.3 7,956 33,156 

社会・産業  

システム 

22,004 

(24,332)
71,036 95,369 69,994 

(25,374)

25,379 
33.0 8,385 72,175 

計 85,599 158,819 244,418 157,996 
(86,422)

87,144 
24.7 21,504 153,794 

４ 海外工事受注工事高 

  

第100期 

第101期 

18,215百万円

 30,451百万円

受注工事高総額に対して 13.1％ 

受注工事高総額に対して 19.2％ 

   なお、第100期について、第99期以前に受注した海外大型物件の建設中止に伴う減額処理前の金額は28,697

百万円であります。 

５ 海外工事完成工事高 第100期 

第101期 

40,016百万円

 28,985百万円

完成工事高総額に対して28.9％ 

完成工事高総額に対して18.3％ 

 



６ 前期より繰越した外貨建契約による海外工事の当期完成工事高について、売上計上時の為替相場により換算

した結果生じた換算差額は当期の次期繰越工事高の修正といたしました。 

手持工事高欄の( )内の金額は換算差額修正前の金額であります。 

７ 第100期における当期受注工事高は、第99期以前に受注した海外大型物件の建設中止に伴う減額処理後の金

額であり、減額処理前の当期受注工事高総額は149,945百万円、電力システム部門の当期受注工事高は

61,769百万円であります。 

８ 第100期前期繰越工事高の( )内の金額は、社会・産業システム部門の一部事業を電力システム部門へ移管し

たことによる補正後の金額であります。  

９ 第101期前期繰越工事高の( )内の金額は、電力システム部門の一部事業を社会・産業システム部門へ移管し

たことによる補正後の金額であります。  

② 受注工事の受注方法別比率 

 受注方法 特命 競争別 

  

（注）( )内の数値は、第99期以前に受注した海外大型物件の建設中止に伴う減額処理前の受注高金額に基づき算出した

ものであります。  

期別 種類別 特命(％) 競争(％) 計(％) 

第100期 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

電力システム 
66.5 

(55.4) 

33.5 

(44.6) 
100 

原子力システム 95.6 4.4 100 

社会・産業システム 49.6 50.4 100 

計 
64.4 

(60.0) 

35.6 

(40.0) 
100 

第101期 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

電力システム 55.6 44.4 100 

原子力システム 96.4 3.6 100 

社会・産業システム 49.3 50.7 100 

計 61.5 38.5 100 



③ 完成工事高 

（注）１ 海外工事の主な地域及び割合は、次のとおりであります。 

（注） 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）東南アジア ：インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ等 

(2）その他アジア：中国、台湾、韓国、インド、アラブ首長国連邦、クウェート等 

(3）その他の地域：南北アメリカ、アフリカ等 

２ 第100期の完成工事のうち５億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

３ 第101期の完成工事のうち５億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

期別 種類別 
株式会社東芝 
(百万円) 

官公庁 
(百万円) 

一般民間会社 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

割合 

株式会社 
東芝の占め
る割合(％) 

海外工事の
占める割合 

(％) 

第100期 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

電力システム 38,445 7 13,077 51,530 74.6 61.0 

原子力システム 29,324 503 1,056 30,884 94.9 0.2 

社会・産業シス

テム 
29,784 2,254 24,092 56,132 53.1 15.2 

計 97,555 2,765 38,227 138,548 70.4 28.9 

第101期 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

電力システム 30,410 196 19,677 50,284 60.5 43.4 

原子力システム 36,286 94 1,336 37,717 96.2 0.1 

社会・産業シス

テム 
32,585 4,893 32,515 69,994 46.6 10.2 

計 99,282 5,185 53,529 157,996 62.8 18.3 

地域別 
第100期 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

第101期 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

東南アジア 24.8％ 28.8％ 

その他アジア 69.5％ 62.7％ 

その他の地域 5.7％ 8.5％ 

計 100％ 100％ 

受注先 件名 

 ㈱東芝 東京電力㈱福島第一原子力発電所５号機定期点検及び改造工事  

カワサキプラントシステムズ㈱ フィリピン・ミンダナオ発電所向け蒸気タービン発電設備  

㈱東芝 東北電力㈱東通原子力発電所１号機発電設備工事 

丸紅㈱ タイ グロウ ＳＳＰ社向 コージェネレーション設備納入 

㈱東芝 ㈱東芝四日市工場特高受変電設備更新工事 

受注先 件名 

 ㈱東芝 ㈱東芝四日市工場230棟第2期動力補完電気設備工事及び第3期電気設

備工事 

鹿島建設㈱ サミットウインドパワー鹿嶋㈱風力発電所発変電設備 

極東貿易㈱ 新日本製鐵㈱名古屋製鐵所エネルギー5号送風機更新におけるタービ

ン更新工事  

㈱東芝  東京電力㈱福島第一原子力発電所２号機定期点検及び改造工事  

㈱東芝 東京電力㈱福島第一原子力発電所６号機定期点検及び改造工事  



④ 手持工事高 

（注）手持工事のうち５億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

第101期期末 

３【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、米国経済の減速や円高などの懸念材料はあるものの、底堅い民間設備投資と個人

消費を背景に景気は緩やかに拡大が続くものと予想されます。建設業界においては、公共工事の市場縮小と受注価

格の低下が続く一方で、需要が好調な民間設備工事が堅調を維持するものと思われます。 

このような情勢のもと、当社グループは、中期経営計画の基本戦略に基づき、総合エンジニアリング企業への転

換を目指しており、株式会社東芝との機能分担事業の競争力強化を図りつつ、自販事業の拡大による事業構造の転

換を加速しております。注力自販事業の戦略的展開を図るとともに、既存事業においても事業規模の拡大と収益基

盤の強化を推進し、安定的に収益を確保できる体制を構築してまいります。お客様に信頼される企業として「安心

と安全」を提供し、社会の発展に貢献してまいる所存であります。 

種類別 
株式会社東芝 
(百万円) 

官公庁 
(百万円) 

一般民間会社 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

電力システム 13,685 0 35,105 48,791 

原子力システム 12,024 592 356 12,972 

社会・産業システム 11,256 2,374 11,748 25,379 

計 36,967 2,966 47,210 87,144 

受注先 件名 完成予定年月 

三井物産㈱ ラオス人民民主共和国・ナムグム水力発電設備における機

器調達及び据付工事  

 平成22年12月  

㈱シグマパワー有明 三池発電所2号機175MW蒸気タービン・発電設備修繕工事  平成20年１月 

㈱東芝 ㈱東芝姫路工場太子分工場特高受電所新設及び変電所更新

工事 

 平成20年１月  

丸紅㈱ ナイジェリア・ナイジャーデルタパワーホールディングカ

ンパニー向け発電プラント機器納入及びエンジニアリング

業務 

 平成19年12月  

㈱東芝 ㈱東芝四日市工場変電所特高受変電設備工事  平成19年９月  



４【事業等のリスク】 

当社グループの業績等に影響を与える可能性のある主なリスクは以下のとおりであります。 

なお、これらは、有価証券報告書提出日(平成19年６月28日)現在入手し得る情報に基づき当社グループが判断した

ものであります。  

①電力システム部門の事業環境 

電力システム部門では、東南アジア地域を中心に海外事業を展開しておりますが、これらの地域の政治・経

済・社会情勢の変化やテロ等が発生した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、

当部門では大型プラント物件を受注しており、物件の工程遅延、計画変更等が当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。 

②原子力システム部門の事業環境 

原子力システム部門では、既設原子力発電所の定期点検及び改造工事を中心に事業展開を図っております。 

中・長期的には、原子力プラントの受注拡大が見込まれますが、新設並びに既設発電所の計画が変更された場

合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③社会・産業システム部門の事業環境 

社会・産業システム部門は、政府、地方公共団体等の公共投資、民間設備投資が売上の大半を占めており、当

部門はこれらの投資動向を見据えて事業を遂行しておりますが、公共投資の減少、民間設備投資の低迷等が当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。 

④新たな事業展開 

当社グループは、主たる事業である建設業を軸に、ファシリティソリューション事業や情報系事業等の新たな

事業領域において積極的な事業展開を図っております。 

これらの事業領域は不確実要因を内包しており、事業環境や市場動向に大幅な変動がある場合は、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。 

⑤親会社との関係 

当社は、平成19年３月末時点において当社議決権の61.61％(間接所有分1.65％を含む)を保有している株式会

社東芝を親会社として東芝グループに属しており、当社グループの売上の多くは株式会社東芝及び東芝グループ

に関連しているため、株式会社東芝及び東芝グループの事業環境の動向が当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。 

⑥世界情勢 

当社グループは、国内外で事業を展開しておりますが、各地域の政治・経済・社会情勢の変化や各種規制の動

向が各地域の需要や当社グループの事業に影響を与え、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

特に、当社グループは、東南アジア地域を中心に海外事業を展開しているため、これらの地域において、地

震、テロ、政変、伝染病の流行等が発生した場合は当社グループの業績に大きな影響を与える可能性がありま

す。 

⑦大規模災害等 

当社グループは、国内拠点の多くを都心近郊に有しておりますが、これらの地域において、想定した水準をは

るかに超えた大規模な地震や台風、洪水等、不可避な自然災害が発生した場合、甚大な被害を受ける可能性があ

ります。また、工事中断、輸送ルート寸断、情報通信インフラの損壊等の事態が生じた場合は、当社グループの

業績に大きな影響を与える可能性があります。 

⑧為替相場の変動 

当社グループは、主として東南アジア地域を中心に海外事業を行っており、資産、負債、売上、費用の一部は

米ドルを中心とした外国通貨建となっております。当社グループは、為替予約取引を行いリスクの回避に努めて

おりますが、為替相場の変動によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 



⑨公的規制 

当社グループは、国内外で事業を展開する上で、各国の法令、規則の適用を受けております。当社グループ

は、コンプライアンス(法令遵守)のために適切な内部統制システムを構築し、運用しておりますが、予期しない

法令や規則の変更、当局との見解の相違などにより各種法令等に抵触すると判断された場合は、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

⑩品質 

当社グループは、建設業を主たる事業としており、工事の施工及びこれに伴う製品の調達、製造・販売等にあ

たっては、品質管理の徹底等に努めておりますが、工事施工中等において、重大な品質問題等が発生した場合

は、問題解決に係わる多額の費用負担等が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

⑪情報セキュリティ 

当社グループは、情報管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態により情報が流出し、第三者がこれを不

正に取得、使用する可能性があり、このような事態が生じた場合、この対応のために多額の費用負担が生じる可

能性があります。また、当社グループは、情報システムの安定的運用に努めておりますが、ソフトウェアまたは

ハードウェアの障害等により情報システムが機能しなくなる可能性が皆無ではありません。 

⑫退職給付債務 

退職給付債務は、年金数理計算上合理的と認められる前提に基づいて計算されておりますが、この前提が経済

的変動及びその他の要因によって変動した場合、あるいは年金資産の運用実績が低下した場合は、当社グループ

の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

⑬業績の季節的変動 

当社グループの主たる事業である建設業においては、完成する工事の割合が上半期に比べ下半期に偏重する傾

向にあります。このため、連結会計年度の上半期と下半期の業績に季節的要因による著しい相違が生じる可能性

があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

６【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は技術開発部門を中心に、電力システム、原子力システム、社会・産業システムに

共通する事項として、新規事業関連の技術開発及び基盤技術の獲得に関連する開発活動を推進し、 当連結会計年

度における研究開発費は、773百万円でありました。新規事業分野では情報システム分野とエネルギー・環境分野

において積極的な技術開発を進め、「交通系カード連携キャンパス統合管理システム」・「３Ｄ超音波キャリブレ

ーション技術」などの情報・制御・監視システムにおける新技術・新商品の開発、「高粘度重質油のエマルジョン

燃料製造システム」・「環境コミュニケーションコンテンツ」など環境に配慮したエネルギーシステム、環境シス

テムの開発に注力してまいりました。 

また、基盤技術分野における活動では、現地工事の工法革新及び合理化・省力化技術の開発を中心に「大口径Ｍ

ＡＧ自動溶接システム」・「現地試験調整支援システム」・「次世代３Ｄレーザ計測システム」の開発を行い、利

用促進、改良等に注力いたしました。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

１. 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。この連結財務諸表の作成にあたりまして、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収

入・費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、退職給付引当金、受注工事損失引当金及び法人税

等であり、継続して評価を行っております。 

なお、見積り及び判断・評価については、過去実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行ってお

りますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。  

  

２. 財政状態の分析 

① 資産、負債及び純資産 

(資産) 

当連結会計年度末の資産は、東芝キャピタル㈱へのグループ預け金及び受取手形・完成工事未収入金等の増

加により前連結会計年度末から22,816百万円増加し159,022百万円となりました。 

流動資産は、未成工事支出金等が4,413百万円減少したものの、売上の増加による受取手形・完成工事未収入

金等の増加15,433百万円、資金の増加による現金預金及び東芝キャピタル㈱へのグループ預け金の合計額の増

加11,939百万円により、前連結会計年度末から22,138百万円増加し138,224百万円となりました。 

固定資産は、投資有価証券が時価評価により1,080百万円増加したことにより、前連結会計年度末から677百

万円増加し20,797百万円となりました。 

(負債) 

当連結会計年度末の負債は、支払手形・工事未払金等の増加等により、前連結会計年度末から18,339百万円

増加し93,461百万円となりました。 

流動負債は、支払手形・工事未払金等の増加11,555百万円、未成工事受入金の増加1,691百万円により、前連

結会計年度末より18,101百万円増加し71,805百万円となりました。 

固定負債は、退職給付引当金が199百万円増加したことにより、前連結会計年度末から237百万円増加し

21,656百万円となりました。 

(純資産) 

当連結会計年度末の純資産は、利益剰余金が3,853百万円増加したことにより、前連結会計年度末から4,531

百万円増加し65,560百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フロー 

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ7,813百万円増加し11,702百万円となりまし

た。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ9,868百万円増加し13,835百万円となりました。

これは主に、主要な運転資金項目である税金等調整前当期純利益、売上債権、未成工事支出金等、仕入債務及び未

成工事受入金の増減で5,368百万円好転したことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,050百万円減少し△975百万円となりました。こ

れは主に、東芝キャピタル(株)への預入期間が３ヶ月を超えるグループ預け金が前連結会計年度に比べ1,110百万

円増加したことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1百万円増加し△1,183百万円となりました。 

  



３. 経営成績の分析  

① 売上高 

売上高は前連結会計年度に比べ14.2%増収の164,737百万円となりました。 

部門別売上高については、電力システム部門は、国内の火力関係が増加したものの海外の火力関係が減少し

前連結会計年度に比べ0.9％減収の53,348百万円、原子力システム部門は、建設関係が減少したものの既設発電

所の定期点検・改造関係が増加し、前連結会計年度に比べ22.2％増収の38,538百万円、社会・産業システム部

門は、半導体関連を中心に国内の一般産業関係が大幅に増加し、前連結会計年度に比べ23.7％増収の72,850百

万円となりました。 

② 売上原価、販売費及び一般管理費 

売上原価は、前連結会計年度に比べ12.5％増加の146,108百万円となりました。これは主に、増収によるもの

であります。 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ106百万円減少し9,698百万円となりました。これは主に、

賃借料等諸経費の削減を継続的に推進したことによるものであります。 

③ 営業外収益、営業外費用 

営業外収益は、前連結会計年度に比べ177百万円減少し456百万円となりました。これは主に、前連結会計年

度に計上した為替差益199百万円等の減少によるものであります。 

営業外費用は、前連結会計年度に比べ75百万円減少し217百万円となりました。 

④ 税金費用 

税金費用は、税金等調整前当期純利益の増加に伴い、前連結会計年度に比べ1,957百万円増加の4,130百万円

となりました。 

法人税、住民税及び事業税は、前連結会計年度に比べ1,967百万円増加し5,084百万円となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。 

法人税等調整額は、将来減算一時差異が増加したことにより、繰延税金資産を積立て、953百万円を計上して

おります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 設備投資については、当連結会計年度において、生産設備及び情報処理設備等802百万円を投下しました。 

実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりであります。  

  

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

 会社名  事業部門  設備の内容 
投資金額(百万円) 

総額 既支払額 

芝浦プラント株式会社 原子力システム 事務所及び倉庫 224 224 



２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 （注）１ その他の土地及び建物の主なものは、次のとおりであります。 

  平成19年３月31日現在

事業所名 

(所在地) 
事業部門等の名称 

設備の 

内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 

員数 

(人) 
建物・ 

構築物 

機械装置

・運搬具

土地 

(面積 

千㎡) 

工具器具 

・備品 
合計 

東京事業所(本社) 

(東京都大田区) 

全社的管理業務、 

社会・産業システム 
その他設備 36 1 － 57 95 291

鶴見事業所 

(横浜市鶴見区) 

全社的管理業務、 

電力システム、 

原子力システム 

その他設備 81 － － 84 166 613

川崎事業所 

(川崎市幸区) 

全社的管理業務、 

社会・産業システム 
その他設備 134 0 － 213 348 264

磯子事業所 

(横浜市磯子区) 
原子力システム その他設備 24 － － 39 64 436

府中事務所 

(東京都府中市) 

社会・産業システム 

、電力システム、 

原子力システム 

生産設備・

その他設備
45 1 － 108 155 617

京浜事務所 

(横浜市鶴見区) 

社会・産業システム 

、電力システム 
その他設備 2 4 － 27 34 313

厚木工場・厚木技術開

発センター・厚木機材

センター 

(神奈川県厚木市) 

全社共通 

研究開発・

生産設備 

その他設備

498 186
2,109

(33)
54 2,849 43

千葉サービスセンター 

(千葉県市原市) 
社会・産業システム 生産設備 54 16

113

(5)
6 190 16

関西支社 

(大阪市中央区) 

他10支社店 

社会・産業システム 

、電力システム、 

原子力システム 

その他設備 6 0 － 37 43 247

その他 全社共通 
生産設備・

その他設備
1,072 3

1,166

(124)
27 2,270 345

合計     1,957 215
3,389

(163)
656 6,219 3,185

所在地 事業部門等の名称 
帳簿価額(百万円) 

用途 
建物 土地 

新潟県柏崎市 原子力システム 65 540 宿舎及び倉庫他 

福井県敦賀市 原子力システム 118 327 宿舎及び倉庫 

青森県上北郡横浜町 原子力システム 352 93 宿舎 



２ 主要な賃借設備は、次のとおりであります。 

  

(2）国内子会社 

事業所名 

(所在地) 
事業部門等の名称 設備の内容 年間賃借料(百万円) 

東京事業所(本社) 

(東京都大田区) 

全社的管理業務、社会・産業シス

テム 
その他設備 111 

鶴見事業所 

(横浜市鶴見区) 

全社的管理業務、電力システム、

原子力システム 
その他設備 182 

川崎事業所 

(川崎市幸区) 

全社的管理業務、社会・産業シス

テム 
その他設備 229 

磯子事業所 

(横浜市磯子区) 
原子力システム その他設備 51 

会社名 
事業所名 

(所在地) 

事業部門等 

の名称 

設備の 

内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 

員数 

(人) 
建物・ 

構築物 

機械装置

・運搬具

土地 

(面積 

千㎡) 

工具器具 

・備品 
合計 

芝浦プラント 

株式会社 

本社 

(横浜市 

鶴見区) 

原子力システ

ム、社会・産業

システム 

その他 

設備 
－ －

－

(－)
5 5 64

芝浦プラント 

株式会社 

関西支店 

(大阪市 

中央区) 

社会・産業シス

テム 

その他 

設備 
－ －

－

(－)
－ － 1

芝浦プラント 

株式会社 

厚木 

事業所 

(神奈川県

厚木市) 

原子力システ

ム、社会・産業

システム 

その他 

設備 
－ －

－

(－)
0 0 12

芝浦プラント 

株式会社 
その他 

原子力システ

ム、社会・産業

システム 

その他 

設備 
587 7

1

(0)
59 656 106

関西東芝エン

ジニアリング

株式会社 

堺事業所 

(大阪府 

堺市) 

社会・産業シス

テム 

その他 

設備 
63 9

42

(0)
20 136 49

関西東芝エン

ジニアリング

株式会社 

大阪 

事業所 

(大阪市 

中央区) 

社会・産業シス

テム 

その他 

設備 
3 0

－

(－)
6 10 58

東芝エンジニ

アリングサー

ビス株式会社 

本社 

(川崎市 

幸区) 

社会・産業シス

テム 

その他 

設備 
－ －

－

(－)
1 1 81

イーエス東芝

エンジニアリ

ング株式会社 

本社 

(川崎市 

幸区) 

原子力システ

ム、社会・産業

システム 

その他 

設備 
1 －

－

(－)
1 2 114

株式会社エス 

・ケー・エス 

本社 

(横浜市 

鶴見区) 

その他 
その他 

設備 
－ －

－

(－)
0 0 134



(3）在外子会社 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 主に生産設備及び情報機器設備の更新で、1,013百万円を予定しております。 

会社名 
事業所名 

(所在地) 

事業部門等 

の名称 

設備の 

内容 

帳簿価額(百万円) 
従業 

員数

(人) 
建物・ 

構築物 

機械装置

・運搬具 

土地 

(面積 

千㎡) 

工具器具 

・備品 
合計 

PT.TOSPLANT 

ENGINEERING 

INDONESIA 

本社 

(インドネ

シア国) 

電力システム 
その他 

設備 
－ 1

－

(－)
0 2 4

TPSC 

(INDIA)  

PRIVATE 

LIMITED 

本社 

(インド

国) 

電力システム 
その他 

設備 
47 11

－

(－)
37 95 95

TPSC 

ENGINEERING 

(MALAYSIA) 

SDN.BHD. 

本社 

(マレーシ

ア国) 

電力システム 
その他 

設備 
7 3

－

(－)
16 27 28

TOSPLANT 

ENGINEERING 

(THAILAND) 

CO.,LTD. 

本社 

(タイ国) 

社会・産業シス

テム 

その他 

設備 
－ 0

－

(－)
3 4 20



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）東芝エンジニアリング株式会社との合併による増加です。 

  なお、合併に際し、東芝エンジニアリング株式会社の株式１株に対して、当社の株式1.65株を割当てておりま

す。 

(5）【所有者別状況】 

（注）１ 自己株式146,152株は「個人その他」に146単元及び「単元未満株式の状況」に152株を含めて記載しておりま

す。 

２ 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 265,000,000 

計 265,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成19年６月28日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 97,656,888 97,656,888 
東京証券取引所 

市場第一部 
－ 

計 97,656,888 97,656,888 － － 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額 
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成16年１月１日 29,700 97,656 － 11,876 2,503 20,910 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 
単元未満株
式の状況 

(株) 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 その他の法人
外国法人等 

個人その他 計 
個人以外 個人 

株主数(人) － 50 28 84 103 － 4,099 4,364 － 

所有株式数 

(単元) 
－ 7,550 763 61,496 14,341 － 13,135 97,285 371,888 

所有株式数 

の割合(％) 
－ 7.76 0.78 63.21 14.74 － 13.50 100 － 



(6）【大株主の状況】 

  平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

株式会社東芝 東京都港区芝浦１丁目１番１号 58,242 59.64

モルガン・スタンレー・アンド・カンパ

ニー・インターナショナル・リミテッド 
25 Cabot Square,Canary Wharf,London E14 4QA England 

2,752 2.82
(常任代理人 モルガン・スタンレー証券

株式会社） 

(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号恵比寿ガーデンプレ

イスタワー） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社(信託口) 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,985 2.03

ゴールドマン・サックス・インターナショ

ナル 
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB．U.K 

1,950 2.00
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証

券株式会社） 

(東京都港区六本木６丁目10番１号六本木ヒルズ森タワ

ー） 

東芝保険サービス株式会社 東京都中央区銀座５丁目２番１号 1,600 1.64

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,467 1.50

メロン バンク トリーティー クライアン

ツ オムニバス 
ONE BOSTON PLACE BOSTON．MA 02108 

1,135 1.16

(常任代理人 香港上海銀行東京支店） (東京都中央区日本橋３丁目11番１号）    

シービーエヌワイ デイエフエイ インタ

ーナショナル キャップ バリュー ポート

フォリオ 

1299 OCEAN AVENUE. 11F. SANTA MONICA. CA 90401 USA 

1,117 1.14

(常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ

東京支店） 
(東京都品川区東品川２丁目３番14号） 

東芝プラントシステム従業員持株会 東京都大田区蒲田５丁目37番１号 994 1.02

資産管理サービス信託銀行株式会社（証

券投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海アイランドトリト

ンスクエアオフィスタワーＺ棟 
877 0.90

計 － 72,122 73.85



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含まれ

ております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式152株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

  

(8）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

普通株式   146,000 
－ － 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

     97,139,000 
97,139 － 

単元未満株式 普通株式  371,888 － － 

発行済株式総数 97,656,888 － － 

総株主の議決権 － 97,139 － 

  平成19年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％) 

(自己保有株式) 

東芝プラントシステム㈱ 

東京都大田区蒲田

５丁目37番１号 
146,000 － 146,000 0.15 

計 － 146,000 － 146,000 0.15 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法

         第155条第７号に該当する普通株式の取得 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

 当事業年度における取得自己株式 17,879 12,746,983 

 当期間における取得自己株式 4,197 4,034,159 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額

(円) 
株式数(株) 

処分価額の総額
(円) 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 

(－) 
－ － － － 

保有自己株式数 146,152 － 150,349 － 



３【配当政策】 

 当社の配当政策は、安定的かつ継続して配当することを基本にしておりますが、当該期の業績及び今後の業績を勘

案した上で行うこととしております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって剰余金の配当等

を行うことができる旨定款に定めております。  

当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、１株当たり15円の配当(中間配当は無配)を実施する旨決

定いたしました。  

 内部留保金につきましては、財務体質を強化し、今後の事業発展に備えるとともに、経営環境の変化などに柔軟に

対応するために有効活用してまいります。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

（注）株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

（注）株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たり配当額 

(円) 

平成19年5月18日 

取締役会決議 
1,462 15 

回次 第97期 第98期 第99期 第100期 第101期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高(円) 250 493 614 976 914 

最低(円) 179 213 433 325 470 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高(円) 683 749 762 816 867 914 

最低(円) 524 623 712 698 768 742 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

(千株) 

代表取締役 

取締役社長 
－ 石 井 哲 男 昭和23年９月18日生

昭和46年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)４ 5 

平成14年６月 同社電力システム社経営変革統括

責任者、当社監査役(平成15年12

月まで) 

平成15年４月 同社電力・社会システム社経営変

革統括責任者兼営業統括責任者 

平成16年６月 当社入社、原子力事業部長附 

平成16年６月 取締役、上席常務、原子力事業部

長 

平成17年６月 取締役、上席常務、経営変革推進

部長 

平成18年５月 取締役、上席常務、イノベーショ

ン推進部長 

平成18年６月 取締役、専務、社長補佐、イノベ

ーション推進部長  

平成19年６月 代表取締役(現)、取締役社長

(現)、社長(現) 

取締役 電力事業部長 佐々木 雅國 昭和22年９月９日生

昭和51年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)４ 5 

平成13年４月 同社電力システム社火力技師長 

平成14年６月 当社入社、技術本部長附 

平成14年６月 取締役(平成15年12月まで）、 

技術本部長兼輸出管理室長 

平成16年１月 執行役員、火力プラント事業部長 

平成16年６月 取締役(現)、常務、電力事業部長

(現) 

平成17年６月 上席常務 

平成19年６月 専務(現)、社長補佐(現) 

取締役 
イノベーション 

推進部長 
皆 川 龍 司 昭和22年２月26日生

昭和46年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)４ 5 

平成13年４月 同社京浜事業所長 

平成15年４月 同社電力・社会システム社火力・

水力事業部長 

平成17年４月 同社電力・社会システム社生産統

括責任者 

平成18年４月 同社電力システム社理事 

平成19年２月 当社入社、社長附 

平成19年６月 取締役(現)、専務(現)、社長補

佐(現)、イノベーション推進部

長(現) 

取締役 

経理部長 

Ｊ－ＳＯＸ対応

推進部長 

坪  根   徹 昭和22年１月21日生

昭和44年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)４ 5 

平成11年４月 同社経理部次長 

平成12年６月 当社入社、経理部長附 

平成12年６月 取締役(現)、経理部長(現) 

平成16年１月 常務 

平成16年６月 上席常務(現) 

平成18年10月 Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長(現) 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

(千株) 

取締役 
建設・保全 

サービス事業部長 
飯 田 正 義 昭和22年８月11日生

昭和45年４月 当社入社 

(注)４ 5 

平成14年６月 機電事業部機電技術管理部長 

平成14年10月 機電事業部技術統括兼機電技術管

理部長 

平成15年４月 機電事業部技術統括 

平成15年６月 取締役(平成15年12月まで)、機電

事業部長 

平成16年１月 執行役員、建設・保全サービス事

業部副事業部長 

平成16年10月 執行役員、建設・保全サービス事

業部副事業部長兼建設・保全事業

グループ長 

平成17年６月 取締役(現)、常務、建設・保全サ

ービス事業部副事業部長兼建設・

保全事業グループ長 

平成18年４月 常務、建設・保全サービス事業部

副事業部長兼建設・保全営業コン

プライアンス推進グループ長 

平成19年６月 上席常務(現)、建設・保全サービ

ス事業部長(現) 

取締役 
情報・制御 

システム事業部長 
神 原 正 彦 昭和22年12月12日生

昭和47年３月 東芝エンジニアリング㈱入社 

(注)４ 5 

平成13年10月 同社総務部長兼企画部長 

平成14年６月 同社取締役(平成15年12月まで)、

同社総務部長兼企画部長 

平成15年４月 同社総務部長 

平成16年１月 当社執行役員、フィールド統括部

長(平成16年6月まで) 

平成16年６月 執行役員、監査部長 

平成17年６月 取締役(現)、常務(現)、監査部長 

平成18年６月 情報・制御システム事業部長(現) 

取締役 
社会インフラ 

事業部長 
石 﨑 俊 彦 昭和22年１月２日生

昭和44年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)４ 5 

平成13年４月 同社社会インフラシステム社社

会・産業システム事業部長 

平成14年４月 当社入社、機電事業部理事 

平成16年１月 執行役員、社会インフラ事業部長

(現) 

平成17年６月 取締役(現)、常務(現) 

取締役 
火力プラント 

事業部長 
森 田   孝 昭和23年１月２日生

昭和45年４月 当社入社 

(注)４ 5 

平成14年１月 電力事業部技術統括 

平成14年６月 電力事業部技術統括兼電力技術管

理部長 

平成15年４月 電力事業部技術統括兼電力システ

ム技術部長 

平成15年12月 電力事業部技術統括 

平成16年１月 火力プラント事業部火力プラント

プロジェクトグループ長 

平成17年４月 火力プラント事業部長(現) 

平成17年６月 執行役員 

平成19年６月 取締役(現)、常務(現) 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

取締役 原子力事業部長 佐 藤 健 次 昭和26年９月22日生

昭和50年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)４ 5 

平成13年４月 同社電力システム社原子力事業部

原子力運転プラント技術部長 

平成15年７月 東芝エンジニアリング㈱入社、情

報・原子力事業本部原子力・応用

システム事業部長 

平成16年１月 当社原子力事業部副事業部長 

平成17年６月 執行役員、原子力事業部長(現) 

平成19年６月 取締役(現)、常務(現) 

取締役 
総務部長 

輸出管理部長 
畑 野 耕 逸 昭和28年10月26日生

昭和51年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)４ 5 

平成13年６月 同社セミコンダクター社総務部長 

平成15年２月 同社セミコンダクター社総務部長

兼マイクロエレクトロニクスセン

ター総務部長 

平成15年６月 同社セミコンダクター社総務部長 

平成17年１月 同社人事・業務企画部長 

平成18年４月 同社人事・業務企画部長兼イノベ

ーション推進本部ｉ ｃｕｂｅプ

ロジェクト推進室長附 

平成19年４月 同社人事部長兼イノベーション推

進本部長附 

平成19年６月 当社入社、総務部長附 

平成19年６月 取締役(現)、常務(現)、総務部長

兼輸出管理部長(現) 

常勤監査役 － 増 山 秀 夫 昭和25年５月19日生

昭和51年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)５ 5 

平成11年４月 同社電力システム社府中電力シス

テム工場長 

平成14年４月 東芝エンジニアリング㈱入社、プ

ラント・エンジニアリング事業本

部電力事業部長 

平成15年４月 同社プラント・エンジニアリング

事業本部長兼同事業本部電力事業

部長 

平成15年６月 同社取締役(平成15年12月まで)、

同社プラント・エンジニアリング

事業本部長 

平成16年１月 当社執行役員、情報・制御システ

ム事業部長 

平成18年６月 常勤監査役(現) 

常勤監査役 － 菊 地 文 夫 昭和27年10月11日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)６ 5 

平成11年10月 経理部主計部長 

平成14年１月 電力事業部電力企画部長 

平成18年４月 電力事業部電力企画部長兼電力営

業コンプライアンス推進グループ

長 

平成18年６月 監査部長 

平成19年６月 常勤監査役(現) 

 



 （注）１ 監査役 須藤 亮、同 長沼尚人の両名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

    ２ 略歴欄に記載の社長、専務、上席常務、常務は執行役員としての役位であり、取締役全員が執行役員を兼務

しております。 

    ３ 当社は平成16年１月１日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は16名で、上記の取締役兼

務者を除く執行役員の構成は、執行役員 山本孝生、同 上田賢一、同 加藤廣一、同 遠藤和宜、同 藤巻正

良、同 高力澄夫となっております。 

    ４ 平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

    ５ 平成18年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

    ６ 平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

    ７ 平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間 

    ８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株) 

監査役 － 須 藤  亮 昭和26年９月11日生

昭和55年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)６ － 

平成12年４月 同社電力システム社電力・産業シ

ステム技術開発センター機器・シ

ステム開発部長 

平成14年10月 同社電力システム社電力・産業シ

ステム技術開発センター企画・管

理室長兼同センター原子力技術研

究所長 

平成15年４月 同社電力・社会システム社原子力

技師長 

平成17年４月 同社電力・社会システム社電力・

社会システム技術開発センター長 

平成18年４月 同社電力システム社統括技師長兼

燃料電池事業開発室長兼電力・社

会システム技術開発センター長 

平成18年６月  当社監査役(現)  

平成19年６月 同社電力システム社統括技師長兼

品質統括責任者兼燃料電池事業開

発室長兼電力・社会システム技術

開発センター長(現) 

監査役 － 長 沼 尚 人 昭和26年10月31日生

昭和49年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

(注)７ － 

平成14年４月 同社マーケティング統括本部営業

企画室長 

平成15年８月 同社マーケティング統括本部営業

企画室長兼同部海外事業推進部長 

平成15年10月 同社マーケティング統括本部営業

企画室長 

平成16年４月 同社九州支社長 

平成18年６月 同社産業システム社営業統括責任

者 

平成19年６月 同社産業システム社副社長兼営業

統括責任者(現) 

平成19年６月 当社監査役(現) 

        計   60 

氏名  生年月日  略歴  
 所有株式数

（千株） 

草 加 修 二 昭和27年２月22日生 

昭和49年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 

－ 

平成14年４月 同社電力システム社府中電力システム工場原子力計装制御

システム部長 

平成15年４月 同社電力・社会システム社府中電力・社会システム工場長 

平成16年４月 同社府中事業所長兼電力・社会システム社府中電力・社会

システム工場長 

平成17年４月 同社電力・社会システム社経営変革統括責任者 

平成18年４月 同社電力システム社生産統括責任者(現)  

平成18年６月 当社監査役(平成19年６月まで) 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 １．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営の効率性を高め、健全性と透明性を確保し、リスク管理体制並びに法令遵守等を推進することによ

り、企業価値の最大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な目的としております。 

コーポレート・ガバナンスを充実させることで、お客様、株主様等のステークホルダーとの良好な信頼関係を築

くことを重要な経営施策と位置づけております。 

１）会社の機関の内容 

当社は、監査役会設置会社であり、取締役10名、社外監査役２名を含む４名の監査役を株主総会で選任し、経営

の効率性の向上と透明性の確保に努めております。 

取締役の任期は、経営環境の変化に柔軟に対応するとともに、経営責任を明確にするため、定款の定めにより１

年としております。また、当社は、経営の意思決定と監督機能を業務執行機能と分離させることにより、急速な

事業環境の変化並びに企業間競争等に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しております。  

（体制図）                                (平成19年６月28日現在) 



２）内部統制システムの整備の状況 

当社は、経営の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保及び法令の遵守等のリスク管理の徹底が重要な経営の

責務と認識していることから、会社法第362条第４項第６号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定

める体制の整備」について、会社法第362条第５項の規定に基づき、取締役会において、次のとおり決議し、業務

の適正性の確保に努めております。 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①取締役は、法律、社会規範、倫理及び当社独自の行動規範である東芝プラントシステム行動基準などを

遵守し、当社におけるコンプライアンス体制を確保する。 

②取締役会は、定期的に取締役から職務執行状況の報告を受けるとともに、必要事項について取締役に随

時取締役会で報告させる。 

③監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役の職務の執行を監査する。 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①当社は、取締役の職務執行に係る情報について、全社を統括する部門を定め、規定管理規程、文書管理

規程等に基づき、当該情報を文書又は電磁的媒体等に記録し、適切かつ確実に管理する。 

②当社は、取締役の職務執行に係る情報について、保存年限に関する規定等を定め、各所管部門が適正な

期間、検索性の高い状態で当該情報を保存・管理し、常時閲覧可能な状態を維持する。 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程及びビジネス

リスクマネジメント基本規程等を定め、リスク管理に関する統括部門を設置する。また、当社の事業に

係るリスクをリスク・テーブルで以下の区分に分類し、リスクの種類に応じて所管部門を定め、迅速か

つ的確にリスクを把握するとともに、合理的かつ有効に管理できる体制を整備する。 

（イ）経営リスク 

（ロ）災害・事故リスク 

（ハ）社会リスク 

②取締役は、リスクが顕在化した場合に備え、リスクの継続的な把握に努めるとともに、リスクに関する

施策を立案・推進する。 

③リスクが顕在化した場合は、当社の報告体制に基づき、迅速かつ的確に当該リスクに関する情報を関係

部門に伝達し、リスクの種類に応じて取締役社長又はＣＲＯ(Chief risk-compliance Management Offic

er)等の指示のもと、リスク・コンプライアンス委員会等を招集するとともに、必要に応じて顧問弁護士

等を含めた対策チームを組織し、当該リスクに対して合理的かつ有効に対応することに努め、損失の最

小化及び企業価値の最大化を図る。 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月１回取締役会を開催す

るとともに、意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、原則毎月２回経営会議を開催し、当社

の経営方針及び経営戦略に係る重要な業務執行並びに中期経営計画、年度予算等を審議・決定する。 

②当社は、組織規程に基づき組織機構、業務分掌及び役職者職務等を定め、使用人等の権限及び責任を明

確化し、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。 

③当社は、取締役会規則、経営会議規程及び決裁権限規程等に基づき、適切な手続に則って業務執行の意

思決定を行う。 

④取締役は、年度予算の達成フォロー及び適正な業績評価を適時適切に行う。 

⑤当社は、情報セキュリティ体制の強化を推進するとともに、基幹システム等の情報処理システムを適切

かつ合理的に運用する。 



（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①当社は、法律、社会規範、倫理などの遵守を重要視し、コンプライアンス体制を確保するために、継続

的な教育の実施等により、使用人に対し当社独自の行動規範である東芝プラントシステム行動基準を遵

守させる。 

②当社は、内部監査部門を設置し、内部監査規程の定めに基づき各組織及び当社グループ会社の業務監

査、会計監査及びシステム監査を適切かつ合理的に実施するとともに、内部監査部門が必要に応じて適

宜監査役等と連携し、業務を遂行する 

③当社は、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実の社内報告体制の一環として、リスク・

コンプライアンスマネジメント基本規程に基づき、内部通報制度を構築し、当該制度を活用することに

より、リスクの早期発見と迅速かつ的確に対応できる体制を整備する。 

④監査役は、当社の法令遵守体制及び内部通報制度等の運用に問題があると判断した場合は、取締役に対

し意見を述べるとともに、必要に応じて、都度取締役及び使用人に対して直接意見を求める。 

（６）当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

①当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、子会社に対し、東芝プラントシステム行動

基準及び当社の各種コンプライアンス規程等に準拠した規定を策定することを要請し、各子会社は当該

方針に基づき諸規定を整備する。 

②当社は、関係会社管理規程に基づき各子会社の所管部門を定め、業務の遂行にあたっては子会社と連携

を図ることとし、当社への事前決裁及び報告体制についてはその取扱いを明確にし、必要に応じて都度

子会社に対して事業の育成・支援、モニタリング等を行う。 

③各子会社に対しては、当社の内部監査部門が計画的に業務監査、会計監査及びシステム監査を実施す

る。 

④当社は、子会社に対し、内部監査規程に準拠した監査体制を構築することを要請し、各子会社は当該方

針に基づき監査体制を整備する。 

⑤取締役及び監査役は、親会社である株式会社東芝の監査委員会と適時適切な連携を図ることとし、必要

に応じて同監査委員会に対し意見を述べるとともに、改善策の策定等を求める。 

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

当社は、総務部等に所属する使用人に監査役の職務を補助させる。 

（８）監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当社は、監査役の職務を補助する使用人の解任、人事異動等に関して事前に監査役に報告し、監査役は必

要がある場合に、意見を申し述べることができる。 

（９）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

①取締役及び使用人は、監査役に対する報告等に関する規程に基づき、会社に著しい損害を及ぼすおそれ

がある事実を発見したときは、直ちにこれを監査役会に報告する。 

②取締役は、監査役と協議のうえ監査役会に報告すべき事項を定め、当該事項に関し、監査役会に実効的

かつ機動的な報告がなされるよう社内体制を整備する。 

③取締役は、監査役に対し取締役会、経営会議、その他重要な会議等への出席の機会を提供し、監査役が

重要な意思決定の過程及び業務の執行状況等を適時的確に把握でき、意見を述べることができる体制を

整備する。 

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①取締役社長は、監査役会が定める監査役会規則に基づき、監査役と定期的に意見の交換等を行う。 

②取締役及び使用人は、監査役会が定める年度監査方針及び年度監査計画に基づく監査役の定期的な監査

及びヒアリング等を通じ、職務執行状況等を監査役に報告する。 

③監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門及び会計

監査人、顧問弁護士等と連携し、効率的な監査を実施する。 

３）内部監査及び監査役監査の状況 

当社は、内部監査機能を担う組織として監査部(９名)を設置し、年度計画に基づき、当社の各組織及び当社グル

ープ各社の業務監査・会計監査を実施しております。また、取締役及び使用人は、監査役会(監査役４名)が定め

る年度監査方針及び年度監査計画に基づく監査役の定期的な監査及びヒアリング等を通じ、職務執行状況等を監

査役に報告しております。 



 ２．コーポレート・ガバナンスに関する諸施策の実施状況 

１）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社は、取締役10名により構成される取締役会において、重要な経営事項の審議・決定並びに各取締役・執行役

員等の業務執行を監督するとともに、経営会議において、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要な業務執行並

びに中期経営計画、年度予算等を審議・決定しております。社外監査役２名を含む４名の監査役には、取締役会

及び経営会議をはじめとする重要な会議への出席の機会を提供し、チェック機能の強化に努めております。ま

た、必要に応じて、外部の会計監査人や顧問弁護士等に専門的見地からの助言・指導を求めております。 

２）取締役の定数 

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。  

３）剰余金の配当等の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締

役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を遂行することを目的とするものであります。 

４）役員報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりです。 

（注）１ 報酬等の総額には、平成19年６月28日開催の第101期定時株主総会に提出し決議いただいた「第101期

役員賞与支給の件」に基づく取締役賞与の総額38百万円及び監査役賞与の総額12百万円がそれぞれ含

まれております。 

２ 報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金として費用計上した取締役退職慰労引当金

の総額34百万円及び監査役退職慰労引当金の総額５百万円がそれぞれ含まれております。 

３ 当社の平成19年３月31日現在における監査役の員数(５名)と監査役の支給人員(３名)との相違は、無

報酬の社外監査役２名が含まれているためであります。  

４ 取締役の報酬限度額は、平成５年６月29日開催の第87期定時株主総会決議において月額17百万円以内

(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。 

５ 監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第88期定時株主総会決議において月額５百万円以内

と決議いただいております。 

６ 上記のほか、社外監査役が当社の親会社または当該親会社の子会社から受けた役員としての報酬はあ

りません。 

７ 上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人分給与135百万円を支給しております。 

８ 上記のほか、平成19年６月28日開催の第101期定時株主総会に提出し決議いただいた「退任取締役及

び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件」に基づき、退任取締役４名に対し総額48百万円、退任監査

役２名に対し総額17百万円の退職慰労金を支払っております。 

区分 
支給人員 

（名） 

報酬等の総額 

（百万円） 

取締役 10 134 

監査役 

（うち社外監査役） 

3 

(1) 

57 

(20) 

合計 

（うち社外監査役） 

13 

(1) 

191 

(20) 



５）会計監査の状況 

 会計監査人である新日本監査法人は、法定の会計監査を実施しております。 

 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は以下のとおりであります。 

 （注）１ 継続監査年数は７年以内であるため、記載を省略しております。 

    ２ 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与 

  することのないよう措置をとっております。 

 また、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。 

公認会計士４名、会計士補等５名 

 監査役は、業務監査・会計監査を実施するほか、監査部及び会計監査人から、随時監査結果に関し報告及び説明

 を受けるなど、相互連携を図っております。 

６）会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要 

 当社の社外監査役２名は、当社の親会社である株式会社東芝の業務執行者であります。 

 当社と当該監査役との間には取引関係その他利害関係はございません。 

７）積極的な情報開示 

 当社は、経営の透明度を高めるために、積極的な開示を行うことを基本に、プレス発表を随時実施するほか、当

 社ホームページ上でＩＲ情報やニュースリリースの開示を行っております。 

３．監査報酬の内容 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 

指定社員 

業務執行社員 

長井 秀雄 

新日本監査法人 山田 洋一 

上原  仁 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 23百万円

上記以外の業務に基づく報酬 1百万円



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1） 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年

大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

 なお、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務

諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後

の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第２条に基づき、同規則及び「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)により作成しております。 

 なお、第100期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸

表等規則に基づき、第101期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正

後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

  当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成

18年３月31日まで)及び当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連結財

務諸表並びに第100期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)及び第101期事業年

度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表について、新日本監査法人の監査を

受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

現金預金   2,031  1,571 

グループ預け金   19,245  31,645 

受取手形・完成工事 
 未収入金等 

※６  63,394  78,827 

未成工事支出金等   24,242  19,828 

繰延税金資産   3,660  4,502 

その他   3,692  2,026 

貸倒引当金   △180  △177 

流動資産合計   116,086 85.2  138,224 86.9

Ⅱ 固定資産      

(1）有形固定資産      

建物・構築物   8,557 8,592   

減価償却累計額   △5,923 2,633 △5,924 2,667 

機械・運搬具   2,619 2,538   

減価償却累計額   △2,352 267 △2,288 249 

工具器具・備品   4,060 3,974   

減価償却累計額   △3,248 811 △3,164 810 

土地   3,455  3,433 

有形固定資産合計   7,168 5.3  7,162 4.5

(2）無形固定資産   193 0.1  137 0.1

(3）投資その他の資産      

投資有価証券 ※１ 3,235  4,315 

長期貸付金   2  2 

その他   1,608  1,509 

繰延税金資産   8,170  7,835 

貸倒引当金   △258  △165 

投資その他の資産合計   12,757 9.4  13,497 8.5

 固定資産合計   20,120 14.8  20,797 13.1

 資産合計   136,206 100  159,022 100 

       
 



    
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

支払手形・工事未払金等   33,986  45,542 

未払法人税等   3,036  3,790 

未成工事受入金   9,475  11,167 

役員賞与引当金   53  67 

完成工事補償引当金   149  115 

受注工事損失引当金   309  598 

その他   6,693  10,524 

流動負債合計   53,703 39.5  71,805 45.2

Ⅱ 固定負債      

退職給付引当金   21,294  21,493 

役員退職慰労引当金   124  162 

固定負債合計   21,419 15.7  21,656 13.6

負債合計   75,122 55.2  93,461 58.8

       

(少数株主持分)      

少数株主持分   54 0.0  － －

       

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※３ 11,876 8.7  － －

Ⅱ 資本剰余金   20,910 15.3  － －

Ⅲ 利益剰余金   28,014 20.6  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金   324 0.2  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定   △49 △0.0  － －

Ⅵ 自己株式 ※４ △47 △0.0  － －

資本合計   61,029 44.8  － －

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  136,206 100  － － 

       
 



    
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 11,876 7.5

２．資本剰余金   － － 20,910 13.1

３．利益剰余金   － － 31,868 20.0

４．自己株式   － － △59 △0.0

株主資本合計   － － 64,595 40.6

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   － － 976 0.6

２．為替換算調整勘定   － － △88 △0.0

評価・換算差額等合計   － － 888 0.6

Ⅲ 少数株主持分   － － 77 0.0

純資産合計   － － 65,560 41.2

負債純資産合計   － － 159,022 100

      



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高     

完成工事高   144,260 100 164,737 100 

Ⅱ 売上原価     

完成工事原価   129,900 90.0 146,108 88.7

売上総利益     

完成工事総利益   14,360 10.0 18,628 11.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

従業員給料手当   4,073 4,177   

退職給付引当金繰入額   476 331   

役員退職慰労引当金繰入額   63 65   

役員賞与引当金繰入額   53 67   

賃借料   570 437   

その他   4,567 9,804 6.8 4,619 9,698 5.9

営業利益   4,555 3.2 8,929 5.4

Ⅳ 営業外収益     

受取利息   37 98   

受取配当金   62 70   

持分法による投資利益   29 21   

為替差益   199 －   

賃貸料   86 82   

保険配当金   － 50   

保険金   68 －   

その他   150 634 0.4 133 456 0.3

Ⅴ 営業外費用     

賃借料   114 115   

固定資産処分損   50 42   

為替差損   － 17   

その他   127 293 0.2 42 217 0.1

経常利益   4,896 3.4 9,168 5.6

 



    
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益      

土地売却益   118 118 0.1 － － －

Ⅶ 特別損失      

減損損失 ※２  247 247 0.2 － － －

税金等調整前当期純利益   4,767 3.3  9,168 5.6

法人税、住民税 
及び事業税 

  3,117 5,084   

法人税等調整額   △943 2,173 1.5 △953 4,130 2.6

少数株主利益   6 0.0  13 0.0

当期純利益   2,587 1.8  5,024 3.0

       



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

   

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  20,910

Ⅱ 資本剰余金期末残高  20,910

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  26,597

Ⅱ 利益剰余金増加高  

当期純利益  2,587 2,587

Ⅲ 利益剰余金減少高  

株主配当金  1,170 1,170

Ⅳ 利益剰余金期末残高  28,014

   



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
          （百万円） 

11,876 20,910 28,014 △47 60,754 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当（注）     △1,170   △1,170 

当期純利益     5,024   5,024 

自己株式の取得       △12 △12 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
          （百万円） 

－ － 3,853 △12 3,840 

平成19年３月31日 残高 
          （百万円） 

11,876 20,910 31,868 △59 64,595 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券  
評価差額金 

為替換算   
調整勘定 

評価・換算   
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
          （百万円） 

324 △49 274 54 61,083 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当（注）         △1,170 

当期純利益         5,024 

自己株式の取得         △12 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

651 △38 613 22 635 

連結会計年度中の変動額合計 
          （百万円） 651 △38 613 22 4,476 

平成19年３月31日 残高 
          （百万円） 

976 △88 888 77 65,560 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純利益   4,767 9,168 

減価償却費   674 662 

減損損失   247 － 

貸倒引当金の増加・減少(△)額   5 △13 

退職給付引当金の増加額   994 199 

役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額   △8 37 

受取利息及び受取配当金   △99 △169 

為替差益   △57 △19 

有形固定資産売却益   △120 △23 

有形固定資産処分損   159 168 

持分法による投資利益   △29 △21 

売上債権の増加(△)・減少額   1,897 △15,395 

未成工事支出金等の増加(△)・減少額   △3,697 4,436 

その他流動資産の増加(△)・減少額   △296 1,489 

仕入債務の増加額   797 11,518 

未成工事受入金の増加額   2,221 1,626 

役員賞与引当金の増加額   8 14 

完成工事補償引当金の増加・減少(△)額   4 △34 

受注工事損失引当金の増加・減少(△)額   △31 289 

その他流動負債の増加・減少(△)額   △1,096 1,997 

未払(未収)消費税等の増加額(減少額)   △617 2,046 

その他   8 6 

小計   5,732 17,986 

利息及び配当金の受取額   100 208 

法人税等の支払額   △1,865 △4,358 

営業活動によるキャッシュ・フロー   3,967 13,835 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の預入による支出   △139 △37 

定期預金の払戻による収入   352 40 

グループ預け金の預入による支出   △1,165 △250 

グループ預け金の払戻による収入   2,045 20 

長期貸付金の実行による支出   △0 △2 

長期貸付金の回収による収入   214 2 

有形固定資産の取得による支出   △479 △818 

有形固定資産の売却による収入   144 59 

無形固定資産の取得による支出   △47 △0 

投資有価証券の取得による支出   △0 △0 

長期保証金の支払による支出   △25 △31 

長期保証金の返還による収入   40 34 

その他投資等の取得による支出   △5 △55 

その他投資等の売却による収入   141 63 

投資活動によるキャッシュ・フロー   1,074 △975 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

自己株式の取得による支出   △14 △12 

株主配当金の支払額   △1,170 △1,170 

少数株主への配当金の支払額   △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,185 △1,183 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   33 27 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   3,889 11,702 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   17,087 20,976 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   20,976 32,679 

       



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 子会社は全て連結されております。 

連結子会社の数 ９社 

 当該連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４ 関係

会社の状況」に記載しております。 

(除外) 

 TOSPLANT ENGINEERING (S) PTE LTDについては、当

連結会計年度において清算手続きが終了したため、連

結の範囲から除いております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 子会社は全て連結されております。 

連結子会社の数 ９社 

 当該連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４ 関係

会社の状況」に記載しております。 

────── 

２ 持分法の適用に関する事項 

 関連会社は全て持分法が適用されております。 

 当該関連会社は東芝電力検査サービス㈱の１社であ

ります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

                    同左    

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、PT.TOSPLANT ENGINEERING INDO-

NESIA、TOSPLANT ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.

及びTPSC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.の決算日

は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては同決算日現在の決算財務諸表を採用しており、連

結決算日との間に生じた重要な取引については連結上

必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券(時価のあるもの) 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)によっております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券(時価のあるもの) 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)によっております。 

その他有価証券(時価のないもの) 

 移動平均法による原価法によっております。 

その他有価証券(時価のないもの) 

 移動平均法による原価法によっております。 

(ロ）デリバティブ  

 時価法によっております。  

(ロ）デリバティブ  

 同左 

(ハ）未成工事支出金等  

 主として個別法に基づく原価法によっており

ます。  

(ハ）未成工事支出金等  

 同左 

 



前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ）有形固定資産 

 連結財務諸表提出会社及び連結子会社９社のう

ち国内連結子会社５社は定率法によっております

が、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については、定額法によっておりま

す。 

 又、TPSC (INDIA) PRIVATE LIMITEDは定率法、

その他の在外連結子会社３社は定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物・構築物  ３～60年 

機械・運搬具  ３～17年 

工具器具・備品 ２～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ）有形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

(ロ）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

(ロ）役員賞与引当金 

同左 

(ハ）完成工事補償引当金 

 完成工事の瑕疵担保の費用に充てるため、過去

の完成工事に係る補償費の実績を基に将来の発生

見込額を加味して計上しております。 

(ハ）完成工事補償引当金 

同左 

(ニ）受注工事損失引当金 

 受注工事の損失に備えるため、連結会計年度末

の未引渡工事のうち、大幅な損失が発生すると見

込まれ、かつ、連結会計年度末時点で当該損失額

を合理的に見積ることが可能な工事について、翌

連結会計年度以降の損失見積額を引当計上してお

ります。  

(ニ）受注工事損失引当金  

同左  

(ホ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)により

定額償却しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額

法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用

処理しております。 

(ホ）退職給付引当金 

同左 

 



前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(へ）役員退職慰労引当金 

 役員(執行役員を含む)の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。なお、在外連結子会社４社は引当計上

しておりません。 

(へ）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外連結子会社等の財務諸表

項目は、当該会社の決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外連結子会社等の財務諸表

項目は、当該会社の決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

(イ）完成工事高の収益計上基準 

 完成工事高の計上は、工事完成基準によってお

りますが、連結財務諸表提出会社は長期大型(工期

12ヶ月以上、請負金額10億円以上)の工事について

は、工事進行基準によっております。また、在外

連結子会社においてはすべて工事進行基準によっ

ております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

(イ）完成工事高の収益計上基準 

同左 

(ロ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(ロ）消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 該当事項はありません。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

 該当事項はありません。 

６         ────── 

  

７         ────── 

  

７ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 該当事項はありません。 

８ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。 

８         ────── 

９ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

９ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日)を適用しております。こ

れにより営業利益及び経常利益が0百万円増加し、税金等

調整前当期純利益は247百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。  

────── 

────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日)を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は65,483百万

円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 



表示方法の変更 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 「保険金」については、前連結会計年度は、営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度において営業外収益の10／100を超え

たため区分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「保険金」の金額は21百万円であります。  

１ 「保険配当金」については、前連結会計年度は、営

業外収益の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において営業外収益の10／100を

超えたため区分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「保険配当金」の金額は24百万円であります。 

２ 「保険配当金」については、当連結会計年度は、営

業外収益の10／100以下でありますので「その他」に

含めて表示することに変更いたしました。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「保険配当金」の金額は24百万円であります。  

２ 「保険金」については、当連結会計年度は、営業外

収益の10／100以下でありますので「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「保険金」の金額は17百万円であります。 

３ 「土地売却益」については、前連結会計年度は、特

別利益の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において特別利益の10／100を超

えたため区分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「土地売却益」の金額は159百万円であります。 

  

  



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

※１ このうち関連会社に対する金額は、次のとおりで

あります。 

※１ このうち関連会社に対する金額は、次のとおりで

あります。 

投資有価証券(株式) 134百万円 投資有価証券(株式)    116百万円

 ２ 偶発債務 

下記のものの金融機関借入金について債務保証を

しております。 

 ２ 偶発債務 

下記のものの金融機関借入金について債務保証を

しております。 

被保証先 金額

従業員(住宅融資金) 1,742百万円

被保証先 金額

従業員(住宅融資金) 1,549百万円

※３ 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、普通

株式97,656千株であります。 

※３        ────── 

※４ 連結財務諸表提出会社が保有する自己株式の数は

普通株式128千株であります。 

※４        ────── 

 ５ コミットメントライン契約 

短期資金調達のため、取引金融機関７行とコミッ

トメントライン契約を6,400百万円締結しておりま

す。当連結会計年度末現在の使用残高はありませ

ん。 

 ５ コミットメントライン契約 

短期資金調達のため、取引金融機関５行とコミッ

トメントライン契約を4,800百万円締結しておりま

す。当連結会計年度末現在の使用残高はありませ

ん。 

※６        ────── 

  

※６ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。 

 受取手形             140百万円 



(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 663百万円 ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費    773百万円

 当連結会計年度の完成工事原価に含まれている

研究開発費はありません。 

 当連結会計年度の完成工事原価に含まれている

研究開発費はありません。 

※２ 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 

※２        ────── 

場所 用途 種類 

宮城県牡鹿郡  

女川町 
遊休資産 土地・建物等 

静岡県駿東郡 

小山町 
遊休資産 土地・建物等 

茨城県神栖市 遊休資産 土地・建物等 

神奈川県横浜市 

鶴見区 他 
遊休資産 電話加入権 

 

 当社グループは、管理会計上の区分である、主

として事業部に基づきグルーピングしております

が、遊休資産については独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す単位としてそれぞれグルーピング

しております。 

 上記の遊休資産につきましては、今後の使用見

込がないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(247百万円)として、特

別損失に計上しております。 

 なお、当該資産の回収可能価額は主として不動

産鑑定評価等に基づく正味売却価額により評価し

ております。 

 



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数(千株) 

当連結会計年度増
加株式数(千株) 

当連結会計年度減
少株式数(千株) 

当連結会計年度末
株式数(千株) 

発行済株式        

普通株式 97,656 － － 97,656 

合計 97,656 － － 97,656 

自己株式        

普通株式 (注) 128 17 － 146 

合計 128 17 － 146 

(決議) 
株式の種類 

配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 1,170 12 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

(決議) 
株式の種類 

配当金の総額 
(百万円) 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年５月18日 

取締役会 
普通株式 1,462 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月11日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金預金勘定 2,031百万円

グループ預け金勘定 19,245百万円

計 21,276百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△79百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

グループ預け金 
△220百万円

現金及び現金同等物 20,976百万円

現金預金勘定      1,571百万円

グループ預け金勘定     31,645百万円

計     33,216百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
  △86百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

グループ預け金 
   △450百万円

現金及び現金同等物     32,679百万円



(リース取引関係) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 （借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 (借主側)  

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

    

機械装置 

及び運搬具 

(百万円) 

 

工具器具 

備品 

(百万円) 

 
合計 

(百万円) 

取得価額 

相当額 
  23  334  358

減価償却 

累計額相当額 
  14  229  243

期末残高 

相当額 
  9  105  114

   

機械装置

及び運搬具

(百万円) 

 

工具器具 

備品 

(百万円) 

 
合計 

(百万円) 

取得価額 

相当額 
  13  166  179

減価償却 

累計額相当額 
  5  112  118

期末残高 

相当額 
  7  53  61

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定しております。 

同左 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 55百万円

１年超 59百万円

合計 114百万円

１年以内   26百万円

１年超   35百万円

合計    61百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定しております。 

同左 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 98百万円

減価償却費相当額 98百万円

支払リース料   55百万円

減価償却費相当額   55百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

オペレーティング・リース取引 

 (借主側)  

未経過リース料 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

オペレーティング・リース取引 

 (借主側)  

未経過リース料 

 該当事項はありません。 

１年以内 25百万円

１年超 1百万円

合計 26百万円

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(減損損失について) 

同左 



前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 ────── リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 (貸主側) 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失

累計額及び期末残高 

 

   

建物及び 

構築物 

(百万円) 

   
合計 

(百万円) 

取得価額   717   717

減価償却 

累計額 
  201   201

期末残高   515   515

  ② 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内   63百万円

１年超   －百万円

合計    63百万円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高及び見積残存価額の残高の合計額

が、営業債権の期末残高等に占めるその割合が低い

ため、「受取利子込み法」により算定しておりま

す。 

  ③ 受取リース料及び減価償却費 

  受取リース料   57百万円

減価償却費   21百万円

  オペレーティング・リース取引 

 (貸主側) 

未経過リース料 

  １年以内   3百万円

１年超  －百万円

合計   3百万円

  (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 



(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）「取得原価」欄には減損処理後の帳簿価額を記載しております。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価のないその他有価証券 

  種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式 2,482 3,029 546 

(2）債券       

社債 － － － 

小計 2,482 3,029 546 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式 － － － 

小計 － － － 

合計 2,482 3,029 546 

  

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

売却額(百万円) － 

売却益の合計額(百万円) － 

  連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 205 

合計 205 



当連結会計年度(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）「取得原価」欄には減損処理後の帳簿価額を記載しております。  

２ 時価のないその他有価証券 

  種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式 2,483 4,127 1,644 

(2）債券       

社債 － － － 

小計 2,483 4,127 1,644 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式 － － － 

小計 － － － 

合計 2,483 4,127 1,644 

  連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 71 

合計 71 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

① 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組

方針 

 連結財務諸表提出会社は、通常業務を遂行する上で

の為替相場の変動及び市場金利の変動によるリスクを

減少させる手段としてデリバティブ取引を行っており

ます。 

 取引内容としましては、通貨デリバティブ取引と金

利デリバティブ取引であり、通貨関連では主として為

替予約取引、金利関連では主として金利スワップ取引

を利用しております。 

 為替予約取引については、現存する外貨建資産及び

負債、将来予定されている外貨建支払いや外貨建収入

に対して、為替レートの変動から生ずるリスクをヘッ

ジする目的で利用しております。 

 金利スワップ取引については、金融資産・負債の市

場金利の変動によるリスクを減少させ、収益・費用の

安定化を目的として利用しております。 

 通貨デリバティブ取引、金利デリバティブ取引とも

投機的取引は行わない方針であります。 

 なお、連結子会社はデリバティブ取引を行っており

ません。 

① 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組

方針 

同左 

② 取引に係るリスクの内容 

 通貨関連における為替予約取引は、為替相場の変動

によるリスクを有しており、金利関連における金利ス

ワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有して

おります。 

 連結財務諸表提出会社のデリバティブ取引は、通貨

関連及び金利関連とも信用度の高い金融機関のみを取

引相手として取引を行っており、信用リスクはほとん

どないと判断しております。 

② 取引に係るリスクの内容 

同左 

③ 取引に係るリスク管理体制 

 連結財務諸表提出会社における通貨関連、金利関連

のデリバティブ取引の実行及び管理は、「社内管理規

定」に従い経理部内における財務部が担当しておりま

す。 

 デリバティブ取引に関する日常業務のチェックは財

務部内の相互牽制により行われております。また、経

理部長はデリバティブ取引の契約状況等を半期毎に取

締役会に報告することとなっております。 

③ 取引に係るリスク管理体制 

同左 



２ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 （注）１ 時価の算定 

為替予約取引については、先物為替相場によっております。 

２ 契約額等の( )内の金額はオプション料を記載しておりますが、通貨オプション取引はいわゆるゼロコスト 

オプション取引であり、オプション料の授受はありません。  

区分 種類 

前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

契約額等(百万円) 
時価 

(百万円) 
評価損益 
(百万円) 

契約額等(百万円) 
時価 

(百万円) 
評価損益 
(百万円) 

  
うち１年超 
(百万円) 

うち１年超 
(百万円) 

市場取

引以外

の取引 

為替予約取引                 

売建                 

米ドル 114 － 118 △3 360 － 353 6 

買建                 

米ドル 321 － 327 5 90 － 91 1 

豪ドル  － － － － 9 － 9 0 

ユーロ 475 － 491 16 － － － － 

オプション取引                 

売建                 

プット                 

ユーロ 63 － 0 1 － － － － 

  (1)               

買建                 

コール                 

ユーロ 69 － 2 0 － － － － 

  (1)               

合計 1,044 － 940 19 459 － 454 8 



(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度、基金型確定

給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、国内連結子会社のうち

１社は、総合設立型の厚生年金基金に加入しておりますが、連結子会社の拠出に対する年金資産の額が合理

的に計算できないため、退職給付債務の計算には含めておりません。なお、国内連結子会社のうち１社は、

中小企業退職金共済制度を採用しております。 

２ 退職給付債務及びその内訳 

 （注）１ 一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

      ２ 総合設立型の厚生年金基金の掛金拠出割合で算定した年金資産は、前連結会計年度末は2,045百万円、及び

当連結会計年度末は1,827百万円であります。 

３ 退職給付費用の内訳 

 （注）簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は、「(1）勤務費用」に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

    
前連結会計年度 

(平成18年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日現在) 

(1） 退職給付債務 △53,708百万円      △56,101百万円 

(2） 年金資産 34,220百万円       36,713百万円 

(3） 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △19,488百万円       △19,387百万円 

(4） 未認識過去勤務債務 △4,574百万円    △3,841百万円 

(5） 未認識数理計算上の差異 2,841百万円      1,800百万円 

(6） 
連結貸借対照表計上額純額  

 (3)＋(4)＋(5) 
△21,220百万円      △21,427百万円 

(7） 前払年金費用 73百万円   66百万円 

(8） 退職給付引当金 (6)－(7) △21,294百万円      △21,493百万円 

    

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(1） 勤務費用 1,609百万円      1,828百万円 

(2） 利息費用 1,259百万円      1,303百万円 

(3） 期待運用収益 △542百万円   △843百万円 

(4） 過去勤務債務の費用処理額 △733百万円   △733百万円 

(5） 数理計算上の差異の費用処理額 1,452百万円      922百万円 

(6） 
退職給付費用 

（(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)） 
3,046百万円      2,476百万円 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日現在) 

(1）割引率 2.5％  2.5％ 

(2）期待運用収益率 2.0％ 2.5％ 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）過去勤務債務償却年数 10年 10年 

(5）数理計算上の差異償却年数 10年 10年 



(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 



(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 8,608百万円

賞与引当金 1,636百万円

工事未払金 791百万円

貸倒引当金 136百万円

減価償却費 330百万円

受注工事損失引当金 125百万円

繰越欠損金 96百万円

その他 1,483百万円

繰延税金資産小計 13,210百万円

評価性引当額 △496百万円

繰延税金資産合計 12,713百万円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △6百万円

固定資産圧縮積立金 △654百万円

その他有価証券評価差額金 △222百万円

繰延税金負債合計 △883百万円

繰延税金資産の純額 11,830百万円

繰延税金資産  

退職給付引当金    8,694百万円

賞与引当金    2,148百万円

工事未払金    1,069百万円

貸倒引当金    381百万円

減価償却費    328百万円

受注工事損失引当金    243百万円

繰越欠損金   57百万円

その他    1,641百万円

繰延税金資産小計   14,564百万円

評価性引当額    △902百万円

繰延税金資産合計   13,662百万円

繰延税金負債  

特別償却準備金  △1百万円

固定資産圧縮積立金    △654百万円

その他有価証券評価差額金    △668百万円

繰延税金負債合計  △1,324百万円

繰延税金資産の純額   12,338百万円

繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 3,660百万円

固定資産－繰延税金資産 8,170百万円

流動負債－繰延税金負債 －百万円

固定負債－繰延税金負債 －百万円

流動資産－繰延税金資産    4,502百万円

固定資産－繰延税金資産    7,835百万円

流動負債－繰延税金負債 －百万円

固定負債－繰延税金負債 －百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
4.1 

在外連結子会社の当期損失額等 2.7 

住民税均等割等 1.5 

評価性引当額 △1.9 

その他 △1.4 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
45.6 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
3.1 

在外連結子会社の当期損失額等 － 

住民税均等割等 0.8 

評価性引当額 △0.4 

その他 1.0 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
45.1 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「建設事業」の割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「建設事業」の割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）東南アジア ：インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ等 

(2）その他アジア：中国、台湾、韓国、インド、スリランカ、アラブ首長国連邦、クウェート等 

(3）その他の地域：南北アメリカ、アフリカ等 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）東南アジア ：インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ等 

(2）その他アジア：中国、台湾、韓国、インド、アラブ首長国連邦、クウェート等 

(3）その他の地域：南北アメリカ、アフリカ等 

３ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  東南アジア その他アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,414 28,154 2,277 42,847 

Ⅱ 連結売上高(百万円)       144,260 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
8.6 19.5 1.6 29.7 

  東南アジア その他アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,042 18,307 2,456 32,806 

Ⅱ 連結売上高(百万円)       164,737 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
7.3 11.1 1.5 19.9 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 （注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 議決権等の被所有割合の間接所有は東芝保険サービス㈱(1.65％)、芝浦メカトロニクス㈱(0.00％)及び東芝

ファイナンス㈱(0.00％)であります。 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 工事請負並びに資材購入については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ 兄弟会社等 

 （注）上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 当社と東芝キャピタル㈱との間で資金取引に関する基本契約を締結し、資金の預入を行っているものです。 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 

(百万円) 
事業の内容 

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の

兼任等 
事業上の
関係 

親会社 ㈱東芝 
東京都

港区 
274,926 

１ 電気機械器具

製造業 

２ 計量器、医療

機械器具その

他機械器具製

造業 

３ ソフトウェア

業、電気通信

業、放送業、

情報処理サー

ビス業、情報

提供サービス

業 

４ 化学工業、金

属工業、建設

業、窯業、鉱

業、土石採取

業 

５ 前各号の附帯

又は関連事業 

６ 前各号の営業

を行う者に対

する投資 

直接 

67.80 

間接 

1.65 

役員 

１名 

当社は親

会社より

電気工

事、管工

事、機械

器具設置

工事、電

気通信工

事、建築

工事、消

防施設工

事及び鋼

構造物工

事の請負

施工をし

ておりま

す。また

前記工事

に関連す

る一部の

資材を購

入してお

ります。 

営業

取引 

工事

請負 
97,555 

完成工事

未収入金 
45,951 

その他流

動資産 
160 

資材

購入 
6,126 

未成工事

受入金 
2,867 

工事未払

金 
2,283 

その他流

動負債 
67 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 
(百万円) 

事業の内容 

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の

兼任等 
事業上の
関係 

親会社

の子会

社 

東芝キ

ャピタ

ル㈱ 

東京都

港区 
100 

１ 金銭の貸付 

２ 売掛債権及び

手形の買取 

３ 有価証券の売

買 

４ 前各号に附帯

又は関連する

一切の事業 

なし なし 
資金の預

入 

営業

外取

引 

資金

の預

入 

183,800 
グループ

預け金 
17,500 



当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 （注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 議決権等の被所有割合の間接所有は東芝保険サービス㈱(1.65％)、芝浦メカトロニクス㈱(0.00％)及び東芝

ファイナンス㈱(0.00％)であります。 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 工事請負並びに資材購入については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ 兄弟会社等 

 （注）上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 当社と東芝キャピタル㈱との間で資金取引に関する基本契約を締結し、資金の預入を行っているものです。 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 

(百万円) 
事業の内容 

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の

兼任等 
事業上の
関係 

親会社 ㈱東芝 
東京都

港区 
274,926 

１ 電気機械器具

製造業 

２ 計量器、医療

機械器具その

他機械器具製

造業 

３ ソフトウェア

業、電気通信

業、放送業、

情報処理サー

ビス業、情報

提供サービス

業 

４ 化学工業、金

属工業、建設

業、窯業、鉱

業、土石採取

業 

５ 前各号の附帯

又は関連事業 

６ 前各号の営業

を行う者に対

する投資 

直接 

59.96 

間接 

1.65 

なし 

当社は親

会社より

電気工

事、管工

事、機械

器具設置

工事、電

気通信工

事、建築

工事、消

防施設工

事及び鋼

構造物工

事の請負

施工をし

ておりま

す。また

前記工事

に関連す

る一部の

資材を購

入してお

ります。 

営業

取引 

工事

請負 
99,282 

完成工事

未収入金 
46,758 

その他流

動資産 
132 

資材

購入 
7,049 

未成工事

受入金 
1,456 

工事未払

金 
5,028 

その他流

動負債 
37 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 
(百万円) 

事業の内容 

議決権等
の被所有
割合 
(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の

兼任等 
事業上の
関係 

親会社

の子会

社 

東芝キ

ャピタ

ル㈱ 

東京都

港区 
100 

１ 金銭の貸付 

２ 売掛債権及び

手形の買取 

３ 有価証券の売

買 

４ 前各号に附帯

又は関連する

一切の事業 

なし なし 
資金の預

入 

営業

外取

引 

資金

の預

入 

178,600 
グループ

預け金 
29,600 



(１株当たり情報) 

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(重要な後発事象) 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 625円75銭    671円54銭 

１株当たり当期純利益金額 26円52銭   51円51銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

同左 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当期純利益(百万円) 2,587 5,024 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,587 5,024 

期中平均株式数(千株) 97,540 97,520 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

──────  当社及び連結子会社の関西東芝エンジニアリング㈱、

イーエス東芝エンジニアリング㈱は、平成19年４月１日

付で退職手当金規程を改定しております。また退職年金

制度は、旧東芝プラント建設㈱の従業員については規約

型確定給付企業年金を、旧東芝エンジニアリング㈱、連

結子会社の関西東芝エンジニアリング㈱及びイーエス東

芝エンジニアリング㈱の従業員については基金型確定給

付企業年金を設けておりましたが、同日付で基金型確定

給付企業年金に統合しております。 

 これにより、退職給付会計における退職給付債務が

2,043百万円増加し、同額の過去勤務債務が発生しており

ます。なお、過去勤務債務は発生年度より10年にわたり

均等償却いたします。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第100期 

(平成18年３月31日) 

第101期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金預金  1,319 575 

グループ預け金  17,500 29,600 

受取手形  ※８  915 1,658 

完成工事未収入金 ※４ 61,183 75,904 

未成工事支出金  23,996 19,679 

繰延税金資産  3,211 4,169 

未収入金 ※５ 1,768 － 

作業所仮払金   1,574 － 

その他    246 2,049 

貸倒引当金  △811 △804 

流動資産合計  110,904 85.4 132,832 86.9

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

建物  6,391 6,227   

減価償却累計額  △4,398 1,993 △4,395 1,831 

構築物  908 867   

減価償却累計額  △767 141 △742 125 

機械装置  2,040 1,996   

減価償却累計額  △1,874 166 △1,825 171 

車両運搬具  326 310   

減価償却累計額  △269 57 △265 44 

工具器具・備品  2,995 2,991   

減価償却累計額  △2,335 659 △2,335 656 

土地  3,411 3,389 

有形固定資産合計  6,429 4.9 6,219 4.1

(2）無形固定資産    

ソフトウェア  88 37 

電話加入権  49 49 

その他  48 45 

無形固定資産合計  187 0.1 132 0.1

 



   
第100期 

(平成18年３月31日) 

第101期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(3）投資その他の資産    

投資有価証券  3,100 4,198 

関係会社株式  446 446 

長期貸付金  2 567 

破産更生債権等  39 － 

長期前払費用  11 13 

繰延税金資産  7,658 7,278 

長期保証金  939 959 

その他  459 385 

貸倒引当金  △249 △156 

投資その他の資産合計  12,406 9.6 13,692 8.9

固定資産合計  19,023 14.6 20,044 13.1

資産合計  129,927 100 152,876 100 

     

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

支払手形   4,004 3,897 

工事未払金 ※４ 29,523 41,047 

未払金   1,219 1,383 

未払費用  4,298 5,883 

未払法人税等  2,815 3,592 

未払消費税等  － 1,851 

未成工事受入金 ※４ 8,389 10,536 

預り金  235 634 

役員賞与引当金  42 56 

完成工事補償引当金  149 115 

受注工事損失引当金  309 598 

その他  49 32 

流動負債合計  51,036 39.3 69,628 45.6

Ⅱ 固定負債    

退職給付引当金  20,254 20,364 

役員退職慰労引当金  92 134 

固定負債合計  20,347 15.6 20,499 13.4

負債合計  71,383 54.9 90,127 59.0

 



   
第100期 

(平成18年３月31日) 

第101期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１ 11,876 9.1 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  20,910 －   

資本剰余金合計  20,910 16.1 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  1,864 －   

２ 任意積立金    

圧縮積立金  958 －   

特別償却準備金  15 －   

別途積立金  19,091 －   

３ 当期未処分利益  3,549 －   

利益剰余金合計  25,480 19.6 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  324 0.3 － －

Ⅴ 自己株式 ※２ △47 △0.0 － －

資本合計  58,544 45.1 － －

負債資本合計  129,927 100 － － 

     
 



   
第100期 

(平成18年３月31日) 

第101期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 資本金  － － 11,876 7.7

 資本剰余金    

  資本準備金  － 20,910   

資本剰余金合計   － － 20,910 13.7

利益剰余金     

  利益準備金  － 1,864   

 その他利益剰余金    

  圧縮積立金  － 958   

特別償却準備金  － 8   

別途積立金  － 19,091   

繰越利益剰余金  － 7,122   

利益剰余金合計   － － 29,046 19.0

 自己株式  － － △59 △0.0

株主資本合計   － － 61,772 40.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額金  － 976 

 評価・換算差額等合計  － － 976 0.6

 純資産合計  － － 62,749 41.0

  負債純資産合計  － － 152,876 100

     



②【損益計算書】 

   

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高    

完成工事高 ※１ 138,548 100 157,996 100 

Ⅱ 売上原価    

完成工事原価  125,796 90.8 141,354 89.5

売上総利益    

完成工事総利益  12,752 9.2 16,642 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   

役員報酬  108 104   

従業員給料手当  3,717 3,748   

退職金  4 0   

退職給付引当金繰入額  454 311   

役員退職慰労引当金繰入額  49 53   

役員賞与引当金繰入額  42 56   

法定福利費  508 484   

福利厚生費  20 17   

教育費  36 42   

修繕費  22 13   

事務用品費  68 65   

旅費交通費  314 321   

通信費  143 125   

動力用水光熱費  177 156   

調査研究費  663 772   

広告宣伝費  40 45   

交際費  164 164   

寄付金  1 2   

賃借料  512 369   

減価償却費  161 167   

租税公課  307 344   

保険料  126 144   

その他  1,168 8,814 6.4 1,097 8,608 5.4

営業利益  3,937 2.8 8,033 5.1

 



   

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  34 90   

受取配当金  80 335   

為替差益   191 －   

賃貸料  94 94   

保険金  68 －   

その他  168 639 0.5 163 684 0.4

Ⅴ 営業外費用    

為替差損  － 39   

賃借料  114 115   

固定資産処分損  48 34   

その他  109 272 0.2 40 229 0.1

経常利益  4,303 3.1 8,488 5.4

Ⅵ 特別利益    

     土地売却益  118 118 0.1 － － －

Ⅶ 特別損失    

    貸倒引当金繰入額  346 －   

減損損失  ※３  247 593 0.4 － － －

税引前当期純利益  3,828 2.8 8,488 5.4

法人税、住民税及び
事業税 

 2,808 4,776   

法人税等調整額  △984 1,824 1.4 △1,024 3,752 2.4

当期純利益  2,003 1.4 4,736 3.0

前期繰越利益  1,546 － 

当期未処分利益  3,549 － 

     



完成工事原価報告書 

 （注）原価計算の方法は個別原価計算により工事毎に原価を材料費、労務費、外注費、経費の要素別に分類集計してお

ります。 

   

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

材料費  32,032 25.5 37,816 26.8

労務費  361 0.3 348 0.2

外注費  51,487 40.9 56,365 39.9

経費  41,914 33.3 46,823 33.1

(うち人件費)  (25,285) (20.1) (28,702) (20.3) 

合計 
 125,796 100 141,354 100 

   



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

 （注） ※株主配当金 １株につき12円00銭 

株主総会承認年月日  
第100期 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  3,549

Ⅱ 任意積立金取崩額  

   特別償却準備金取崩額  6 6

合計  3,556

Ⅲ 利益処分額  

   株主配当金 ※ 1,170 1,170

Ⅳ 次期繰越利益  2,386

   



株主資本等変動計算書 

第101期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 

利益 

剰余金 

合計 
圧縮 

積立金 

特別 

償却 

準備金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残高 

                （百万円） 
11,876 20,910 20,910 1,864 958 15 19,091 3,549 25,480 △47 58,219 

事業年度中の変動額                      

特別償却準備金の取崩し
（注） 

          △6   6 －   － 

剰余金の配当（注）               △1,170 △1,170   △1,170 

当期純利益               4,736 4,736   4,736 

自己株式の取得                   △12 △12 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                      

事業年度中の変動額合計 

                （百万円） 
－ － － － － △6 － 3,572 3,565 △12 3,553 

平成19年３月31日 残高 

                （百万円） 
11,876 20,910 20,910 1,864 958 8 19,091 7,122 29,046 △59 61,772 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

                （百万円） 
324 324 58,544 

事業年度中の変動額      

特別償却準備金の取崩し
（注） 

    － 

剰余金の配当（注）     △1,170 

当期純利益     4,736 

自己株式の取得     △12 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
651 651 651 

事業年度中の変動額合計 

                （百万円） 
651 651 4,204 

平成19年３月31日 残高 

                （百万円） 
976 976 62,749 



重要な会計方針 

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

(2）その他有価証券(時価のあるもの) 

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)によっております。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2）その他有価証券(時価のあるもの) 

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)によっております。 

その他有価証券(時価のないもの) 

    移動平均法による原価法によっております。 

その他有価証券(時価のないもの) 

    移動平均法による原価法によっております。 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

 時価法によっております。 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

未成工事支出金……個別法に基づく原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産……定率法によっておりますが、平

成10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物     ３～50年 

構築物    ３～60年 

機械装置   ３～17年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産……同左 

  

無形固定資産……定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

無形固定資産……同左 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

同左 

６ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

６ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金……同左 

(2）役員賞与 

引当金…………役員に対する賞与の支出に備える

ため、支給見込額を計上しており

ます。 

(2）役員賞与 

引当金…………同左 

 



第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(3）完成工事 

補償引当金……完成工事の瑕疵担保の費用に充て

るため、過去の完成工事に係る補

償費の実績を基に将来の発生見込

額を加味して計上しております。 

(3）完成工事 

補償引当金……同左 

(4）受注工事 

損失引当金……受注工事の損失に備えるため、期

末の未引渡工事のうち、大幅な損

失が発生すると見込まれ、かつ、

期末時点で当該損失額を合理的に

見積ることが可能な工事につい

て、翌期以降の損失見積額を引当

計上しております。 

(4）受注工事 

損失引当金……同左 

(5）退職給付 

引当金…………従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(10年)により定額

償却しております。 

数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数(10年)による

定額法によりそれぞれ発生の翌期

より費用処理しております。 

(5）退職給付 

引当金…………同左 

(6）役員退職 

慰労引当金……役員(執行役員を含む)の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。 

(6）役員退職 

慰労引当金………同左 

７ 完成工事高の収益計上基準 

完成工事高の計上は、工事完成基準によっており

ますが、長期大型(工期12ヶ月以上、請負金額10億

円以上)の工事については、工事進行基準によって

おります。 

７ 完成工事高の収益計上基準 

同左 

 なお、工事進行基準によった完成工事高は、

27,961百万円であります。 

 なお、工事進行基準によった完成工事高は、

29,651 百万円であります。 

８ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

８ リース取引の処理方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

９ その他財務諸表作成のための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当期より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日)を適用しております。これにより営業利

益及び経常利益が0百万円増加し、税引前当期純利益は

247百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 ────── 

 ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日)を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、62,749

百万円であります。 

 なお、当期における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 



表示方法の変更 

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 「作業所仮払金」については、前期は、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当期に

おいて総資産の１／100を超えたため区分掲記するこ

とに変更いたしました。 

 なお、前期の「その他」に含まれている「作業所

仮払金」の金額は1,210百万円であります。 

１ 「未収入金」については、当期は、総資産の１／100

以下でありますので、流動資産の「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。 

 なお、当期の「その他」に含まれている「未収入

金」の金額は1,240百万円であります。 

２ 「保険配当金」については、当期は、営業外収益の

10／100以下でありますので、「その他」に含めて表

示することに変更いたしました。 

 なお、当期の「その他」に含まれている「保険配

当金」の金額は24百万円であります。 

２ 「作業所仮払金」については、当期は、総資産の１

／100以下でありますので、流動資産の「その他」に

含めて表示することに変更いたしました。 

 なお、当期の「その他」に含まれている「作業所

仮払金」の金額は628百万円であります。 

３ 「保険金」については、前期は、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当期におい

て営業外収益の10／100を超えたため区分掲記するこ

とに変更いたしました。 

 なお、前期の「その他」に含まれている「保険

金」の金額は20百万円であります。 

３ 「保険金」については、当期は、営業外収益の10／

100以下でありますので、「その他」に含めて表示す

ることに変更いたしました。 

 なお、当期の「その他」に含まれている「保険

金」の金額は17百万円であります。 

４ 「土地売却益」については、前期は、特別利益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当期に

おいて特別利益の10／100を超えたため区分掲記する

ことに変更いたしました。  

 なお、前期の「その他」に含まれている「土地売

却益」の金額は159百万円であります。  

 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

第100期 

(平成18年３月31日) 

第101期 

(平成19年３月31日) 

※１ 当社が発行する株式の総数は普通株式265,000千株

であり、発行済株式総数は普通株式97,656千株で

あります。 

※１         ────── 

※２ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式128千株

であります。 

※２         ────── 

 ３ 偶発債務 

下記のものの債務等に対して債務保証をしてお

ります。 

 ３ 偶発債務 

下記のものの債務等に対して債務保証をしてお

ります。 

被保証先 金額

従業員(住宅融資金) 1,676百万円

㈱エス・ケー・エス 

(未払債務保証) 
1百万円

TPSC(INDIA)PRIVATE LIMITED 

(前渡金保証) 
18百万円

被保証先 金額

従業員(住宅融資金)    1,517百万円

※４ 関係会社に関する項目 

このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

※４ 関係会社に関する項目 

このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

完成工事未収入金 46,042百万円

工事未払金 3,265百万円

未成工事受入金 2,871百万円

完成工事未収入金 46,814百万円

工事未払金 5,851百万円

未成工事受入金 1,462百万円

※５ 未収消費税等は、流動資産の「未収入金」に含め

て表示しております。 

※５         ────── 

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことによる純資産額は324百万円であ

ります。 

 ６         ────── 

  

 ７ コミットメントライン契約 

短期資金調達のため、取引金融機関７行とコミ

ットメントライン契約を6,400百万円締結してお

ります。期末現在使用残高はありません。 

 ７ コミットメントライン契約 

短期資金調達のため、取引金融機関５行とコミ

ットメントライン契約を4,800百万円締結してお

ります。期末現在使用残高はありません。 

※８         ────── 

  

※８ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれて

おります。  

 受取手形            130百万円  



(損益計算書関係) 

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 関係会社に関する項目 

関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れております。 

※１ 関係会社に関する項目 

関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れております。 

完成工事高 97,561百万円 完成工事高 99,497百万円

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 663百万円 一般管理費に含まれる研究開発費    772百万円

当期の完成工事原価に含まれている研究開発費は

ありません。 

※３ 当期において、当社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。 

当社は、管理会計上の区分である、主として事業

部に基づきグルーピングしておりますが、遊休資

産については独立したキャッシュ・フローを生み

出す単位としてそれぞれグルーピングしておりま

す。 

上記の遊休資産につきましては、今後の使用見込

がないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(247百万円)として、特

別損失に計上しております。 

なお、当該資産の回収可能価額は主として不動産

鑑定評価等に基づく正味売却価額により評価して

おります。 

場所 用途 種類 

宮城県牡鹿郡  

女川町 
遊休資産 土地・建物等 

静岡県駿東郡 

小山町 
遊休資産 土地・建物等 

茨城県神栖市 遊休資産 土地・建物等 

神奈川県横浜市 

鶴見区 他 
遊休資産 電話加入権 

当期の完成工事原価に含まれている研究開発費は

ありません。 

※３         ────── 



(株主資本等変動計算書関係) 

第101期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
前事業年度末株式
数(千株) 

当事業年度増加株
式数(千株) 

当事業年度減少株
式数(千株) 

当事業年度末株式
数(千株) 

普通株式 (注) 128 17 － 146 

合計 128 17 － 146 



(リース取引関係) 

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

    

車両 

運搬具 

(百万円) 

 

工具器具 

備品 

(百万円) 

 
合計 

(百万円) 

取得価額 

相当額 
  19  487  507

減価償却累 

計額相当額 
  12  338  350

期末残高 

相当額 
  7  149  156

   

車両 

運搬具 

(百万円) 

 

工具器具 

備品 

(百万円) 

 
合計 

(百万円) 

取得価額 

相当額 
  13  254  268

減価償却累 

計額相当額 
  5  169  174

期末残高 

相当額 
  7  85  93

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に基づ

き、「支払利子込み法」により算定しております。 

同左 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 69百万円

１年超 87百万円

合計 156百万円

１年以内   35百万円

１年超   57百万円

合計    93百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、財

務諸表等規則第８条の６第２項の規定に基づき、

「支払利子込み法」により算定しております。 

同左 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 119百万円

減価償却費相当額 119百万円

支払リース料    70百万円

減価償却費相当額    70百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

オペレーティング・リース取引 

 (借主側） 

未経過リース料 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

 該当事項はありません。 

１年以内 25百万円

１年超 1百万円

合計 26百万円

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

(減損損失について) 

同左 



(有価証券関係) 

 前期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。 

 当期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。 

(税効果会計関係) 

第100期 
(平成18年３月31日) 

第101期 
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 8,231百万円

賞与引当金 1,384百万円

工事未払金 762百万円

貸倒引当金 406百万円

減価償却費 262百万円

受注工事損失引当金 125百万円

その他 1,471百万円

繰延税金資産小計 12,644百万円

評価性引当額 △892百万円

繰延税金資産合計 11,751百万円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △6百万円

固定資産圧縮積立金 △654百万円

その他有価証券評価差額金 △222百万円

繰延税金負債合計 △882百万円

繰延税金資産の純額 10,869百万円

繰延税金資産  

退職給付引当金    8,276百万円

賞与引当金 1,963百万円

工事未払金 1,026百万円

貸倒引当金 379百万円

減価償却費 270百万円

受注工事損失引当金 243百万円

その他 1,479百万円

繰延税金資産小計  13,639百万円

評価性引当額   △868百万円

繰延税金資産合計 12,771百万円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △1百万円

固定資産圧縮積立金  △654百万円

その他有価証券評価差額金   △668百万円

繰延税金負債合計 △1,324百万円

繰延税金資産の純額 11,447百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
4.8 

住民税均等割等 1.7 

評価性引当額 2.0 

その他 △1.4 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
47.7 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
3.2 

住民税均等割等 0.8 

評価性引当額 △0.3 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
44.2 



(１株当たり情報) 

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(重要な後発事象) 

  

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 600円27銭    643円51銭 

１株当たり当期純利益金額 20円54銭   48円56銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

同左 

  

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当期純利益(百万円) 2,003 4,736 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,003 4,736 

期中平均株式数(千株) 97,540 97,520 

第100期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

第101期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

──────  当社は、平成19年４月１日付で退職手当金規程を改定

しております。また退職年金制度は、旧東芝プラント建

設㈱の従業員については規約型確定給付企業年金を、旧

東芝エンジニアリング㈱の従業員については基金型確定

給付企業年金を設けておりましたが、同日付で基金型確

定給付企業年金に統合しております。 

 これにより、退職給付会計における退職給付債務が

2,173百万円増加し、同額の過去勤務債務が発生しており

ます。なお、過去勤務債務は発生年度より10年にわたり

均等償却いたします。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

銘柄 株式数(株) 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

(投資有価証券)     

その他有価証券     

東京電力㈱ 1,000,000 4,030 

昭和電線ホールディングス㈱ 164,500 27 

新日本製鐵㈱ 32,300 26 

オルガノ㈱ 15,000 24 

関西国際空港㈱ 400 20 

イーキュービック㈱ 300 17 

中部国際空港㈱ 304 15 

東芝不動産㈱ 4,000 12 

京浜急行電鉄㈱ 10,434 9 

芝浦メカトロニクス㈱ 10,000 5 

その他７銘柄 1,620 10 

合計 1,238,858 4,198 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」

の記載を省略致しました。 

【引当金明細表】 

 （注）１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、回収等に伴う取崩額10百万円及び一般債権の貸倒実績率による

洗替額27百万円であります。 

２ 役員賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄は、戻入によるものであります。 

    ３ 受注工事損失引当金の「当期減少額(その他)」欄は、完成に伴う取崩しによるものであります。 

４ 役員退職慰労引当金の期末残高のうち22百万円は執行役員分であります。  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 

(百万円) 

有形固定資産               

建物 6,391 121 285 6,227 4,395 166 1,831 

構築物 908 8 50 867 742 13 125 

機械装置 2,040 34 79 1,996 1,825 22 171 

車両運搬具 326 3 19 310 265 15 44 

工具器具・備品 2,995 286 290 2,991 2,335 265 656 

土地 3,411 － 21 3,389 － － 3,389 

有形固定資産計 16,075 454 746 15,783 9,563 483 6,219 

無形固定資産               

ソフトウエア － － － 773 736 49 37 

電話加入権 － － － 49 － － 49 

その他 － － － 64 19 3 45 

無形固定資産計 － － － 887 755 53 132 

長期前払費用 21 6 7 21 8 4 13 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額 
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金(注)１ 1,061 24 86 37 960 

役員賞与引当金(注)２ 42 56 39 2 56 

完成工事補償引当金 149 60 95 － 115 

受注工事損失引当金(注)３ 309 598 308 0 598 

役員退職慰労引当金(注)４ 92 53 11 － 134 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金預金 

② グループ預け金 

③ 受取手形 

決済期日別内訳 

区分 金額(百万円) 

現金 10 

預金 

普通預金 561 

当座預金 2 

外貨普通預金 0 

別段預金 0 

小計 564 

合計 575 

相手先 金額(百万円) 

東芝キャピタル㈱ 29,600 

合計 29,600 

相手先 金額(百万円) 

芝浦メカトロニクス㈱ 174 

昭和電線ケーブルシステム㈱ 153 

㈱千代田組 95 

㈱トプコン 83 

和田電機㈱ 78 

その他 1,072 

合計 1,658 

期日別 金額(百万円) 

平成19年４月 296 

５月 658 

６月 207 

７月 400 

８月 75 

９月  － 

10月 20 

合計 1,658 



④ 完成工事未収入金 

完成工事未収入金滞留状況 

⑤ 未成工事支出金 

 (注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。 

⑥ 繰延税金資産 

  繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で11,447百万円であり、その内容については「２ 財務 

 諸表等 (１)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。  

相手先 金額(百万円) 

㈱東芝 46,758 

東芝三菱電機産業システム㈱ 3,608 

極東貿易㈱ 2,073 

丸紅㈱ 1,967 

住友商事㈱ 1,895 

その他 19,601 

合計 75,904 

計上期 金額(百万円) 

平成19年３月期計上額 73,497 

平成18年３月期以前計上額 2,407 

合計 75,904 

期首残高(百万円) 当期支出額(百万円) 
完成工事原価への振替額 

(百万円) 
期末残高(百万円) 

23,996 137,037 141,354 19,679 

材料費 5,544百万円

労務費 53百万円

外注費 6,783百万円

経費 7,297百万円

合計 19,679百万円



⑦ 支払手形 

決済期日別内訳 

⑧ 工事未払金 

⑨ 未成工事受入金 

相手先 金額(百万円) 

㈱ダイヘン 310 

㈱竹中土木 237 

東芝プラントシステム事業協同組合 152 

東昭電機㈱ 133 

三洋工業㈱ 132 

その他 2,931 

合計 3,897 

期日別 金額(百万円) 

平成19年４月 850 

５月 820 

６月 870 

７月 1,207 

８月 148 

合計 3,897 

相手先 金額(百万円) 

㈱東芝 5,028 

東芝三菱電機産業システム㈱ 3,273 

㈱ティエスジー 1,621 

㈱ＳＤＳ 1,214 

昭和電線ケーブルシステム㈱ 626 

その他 29,281 

合計 41,047 

期首残高(百万円) 当期受入額(百万円) 
完成工事への振替額 

(百万円) 
期末残高(百万円) 

8,389 41,339 39,192 10,536 



⑩ 退職給付引当金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 金額(百万円) 

退職給付債務 53,360 

年金資産 △35,165 

未認識過去勤務債務 3,791 

未認識数理計算上の差異 △1,621 

合計 20,364 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）１ 当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を有しておりません。 

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

２ 平成15年３月31日付取締役会において、平成15年４月１日施行の商法改正による株券失効制度に対応するため

株式取扱規則の変更を決議し、株券喪失登録の申請に関する手数料を次のとおり定めております。 

株券喪失登録の申請に関する手数料 

申請１件につき   8,600円 

株券１枚につき    500円 

なお、株券失効制度に関する定款変更については、平成15年６月27日開催の第97期定時株主総会に提出し決議

いただいております。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 10,000株券、1,000株券、1,000株未満の株式数を表示した株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店、全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 150円 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店、全国各支店 

買取手数料 

以下の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未

満株式の数で按分した金額とする。 

（算式） 

１株当たりの買取単価に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち 

100万円以下の金額につき、当該金額の1.150％ 

100万円を超え500万円以下の金額につき、当該金額の0.900％ 

500万円を超え1,000万円以下の金額につき、当該金額の0.700％ 

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき、当該金額の0.575％ 

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき、当該金額の0.375％ 

（円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。） 

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、

2,500円とする。 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載す

る方法により行う。 

電子公告URL http://www.toshiba-tpsc.co.jp/  

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書の

訂正報告書 

証券取引法第24条の２第１項の規定に基づく平成16年６月29

日提出の第98期有価証券報告書の訂正報告書であります。 

平成18年５月17日 

関東財務局長に提出

        

（２）半期報告書の訂正

報告書 

証券取引法第24条の５第５項の規定に基づく平成16年12月20

日提出の第99期中半期報告書の訂正報告書であります。 

平成18年５月17日 

関東財務局長に提出

        

（３）有価証券報告書の

訂正報告書 

証券取引法第24条の２第１項の規定に基づく平成17年６月29

日提出の第99期有価証券報告書の訂正報告書であります。 

平成18年５月17日 

関東財務局長に提出

        

（４）半期報告書の訂正

報告書 

証券取引法第24条の５第５項の規定に基づく平成17年12月６

日提出の第100期中半期報告書の訂正報告書であります。 

平成18年５月17日 

関東財務局長に提出

        

（５）有価証券報告書及

びその添付書類 

事業年度 

（第100期）

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

平成18年６月29日 

関東財務局長に提出

          

（６）半期報告書 （第101期中）自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

平成18年12月18日 

関東財務局長に提出



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月29日

東芝プラントシステム株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 濵尾 宏   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 上原 仁   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東芝プ

ラントシステム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東芝

プラントシステム株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当連結会計年度から固定資産の減損

に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年６月28日

東芝プラントシステム株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 長井 秀雄  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山田 洋一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 上原  仁  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東芝プ

ラントシステム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東芝

プラントシステム株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月29日

東芝プラントシステム株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 濵尾 宏   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 上原 仁   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東芝プ

ラントシステム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第100期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東芝プラ

ントシステム株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は、当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当

該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年６月28日

東芝プラントシステム株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 長井 秀雄  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山田 洋一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 上原  仁  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東芝プ

ラントシステム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第101期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東芝プラ

ントシステム株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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